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【花巻市における男女共同参画】 

SDGｓでは、ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化はすべての目標とター

ゲットにおける進展について死活的に重要な貢献をするものとされており、ジェン

ダー平等には、男女に限らず性的マイノリティを内包する考えが示されています。 

ジェンダー平等については、国の第５次男女共同参画基本計画の基本的な方針の

中で「男女共同参画社会の実現に向けて取組を進めることは、『男女』にとどまらず、

年齢も、国籍も、性的指向・ジェンダーアイデンティティに関すること等も含め、幅

広く多様な人々を包摂し、全ての人が幸福を感じられる、インクルーシブな社会の

実現につながるものである。」とされています。 

こうした考えのもと、花巻市では、性別に限らず多様性を認め合う視点を持った

男女共同参画社会の形成に向けて、この計画を進めていくものです。 
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第１章 基本的事項                             

 

第１節 計画の社会的背景 

 

１ 男女共同参画に関する世界、国、県の動向 

(1) 世界の動き 

◆女性の自立と地位の向上の取組の始まり 

国際連合（以下「国連」という。）は、昭和 50年（1975年）を「国際婦人年」と定め、

「平等・開発・平和」の３つを目標に掲げ、女性の自立と地位の向上を目指して世界的行動

を行うことを宣言しました。 

 

◆女性の地位向上の戦略目標と具体的行動の取組 

平成７年（1995年）には、第４回世界女性会議（北京）が開催され、ナイロビ将来戦略＊

の見直しと評価を行い、「行動綱領」とその実現への決意を示した「北京宣言」が採択され

ました。 

平成 12年（2000年）には、国連特別総会女性 2000年会議がニューヨークで開催され、

「北京宣言」及び「行動綱領」が各国でどれだけ達成されたかを検討・評価し、また、今後

の各国がとるべき行動目標が成果文書として採択されました。成果文書では、各国がとるべ

き行動として、①あらゆる形態の暴力から女性を保護する必要手段をとること、②政策決定

過程への女性の参画について明白な目標設定をすること、③育児・介護について男女が責任

を共有化する施策を促進することなどが盛り込まれています。 

 

◆東アジアにおける取組 

平成 18年（2006年）、日本が主導し東京で「第１回東アジア男女共同参画担当大臣会合」が

「東アジアにおけるジェンダー＊の平等を目指して」をテーマに開催され、ワーク・ライフ・バ

ランス＊の重要性などが確認されました。平成 25年（2013年）には、北京で「第５回東アジ

ア男女共同参画担当大臣会合」が開催され「ジェンダー主流化－成果と課題」「女性に対する

暴力撤廃」及び「雇用におけるジェンダー差別の撤廃」をテーマに討議が行われました。 

 

 

ナイロビ将来戦略：昭和 60年（1985年）「国連婦人の 10年」の最終年となるこの年、ケニアのナイロビにおいて、137

か国が出席し、世界会議が開催され、国連婦人の 10年の成果の検討と評価を行ったほか、西暦 2000年に向けて各

国等が実情に応じて効果的措置をとる上でのガイドラインとなる「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」を

採択した。 

 

ジェンダー：「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別がある一方、社会通念

や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」がある。また、男性、女性という性だけに

人々をはめ込まず、多様な性のグラデーションがあることについて注意喚起を促す概念でもある。 
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◆持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

   平成 27年（2015）年の国連サミットにおいて全会一致で採択された 2030年を年限とす

る、世界で広がる貧困・格差・地球環境の危機を克服し「持続可能な社会・経済・環境」を

目指す、世界共通の目標「ＳＤＧｓ」の達成に向けた取組が進められています。 

   このうち、ゴール５として「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化

を行うこと」が設定されており、すべてのゴールの実現に不可欠であり、あらゆる取組に必

要な視点であることが、内閣府の第５次男女共同参画基本計画にも盛り込まれています。 

 

(2) 国の動き 

◆女子差別撤廃条約への署名と国内法の策定 

昭和 55年（1980年）に開催された第２回世界女性会議（コペンハーゲン）で、日本は、

女子差別撤廃条約の批准を世界に約束する署名をしました。その後、国籍法の改正や雇用の

分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「男女雇用機会均等法

＊」という。）の公布等により国内法を条約に合うように整備した上で、昭和 60年（1985

年）に女子差別撤廃条約を批准しています。平成９年（1997年）に改正された男女雇用機

会均等法は、平成 11年に全面施行され、性的な言動に起因する問題（セクシュアル・ハラ

スメント＊）に関する雇用管理上の配慮義務が事業主に求められました。平成 18年（2006

年）の改正においては、性差別禁止範囲が男性にも拡大されるとともに、妊娠・出産を理由

とする不利益取扱いの禁止、セクシュアル・ハラスメント対策の強化が盛り込まれました。 

平成 19年（2007年）には、誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を

果たしながら個人としても健康で豊かな生活を送るため、「仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のため行動指針」が策定されました。 

 

◆男女共同参画推進における法律等の策定の取組 

平成３年（1991年）に「育児休業法」が成立し、その後平成７年（1995年）に「育児休

業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）」に

改定されました。平成 21年（2009年）の改正では、３歳児未満の子どもを養育する従業員へ

の短時間勤務や子の看護休暇制度、更には、父親の育児休業制度の拡大に加えて、介護のた

めの短期の休暇制度が盛り込まれました。 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）：老若男女誰もが、仕事・家庭生活・地域生活・個人の自己啓発など、

さまざまな活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 

 

男女雇用機会均等法：雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関

し、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的として昭和 47 年（1972 年）に制定され

た法律。正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。 

 

セクシュアル・ハラスメント：継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に相手の意思に反して行われる性的な

言動である。単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員

間など、様々な生活の場で起こり得る。 
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平成８年（1996年）に、第４回世界女性会議の成果も視野に入れた「男女共同参画 2000年

プラン」を策定しました。このプランでは、「男女共同参画を推進する社会システムの構

築」、「職場・家庭・地域における男女共同参画の実現」など４項目の基本目標を掲げ、その

下に 11の重点目標を設定し、施策の基本的方向と具体的施策の内容を示しています（計画の

対象期間は平成 12年度まで）。平成 11年（1999年）には、男女共同参画社会の形成について

の基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男

女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、「男女共同参画社会

基本法＊ 」が制定されました。 

平成 12年（2000年）には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が施行され、平

成 13年（2001年）には、内閣府に「男女共同参画会議」が設置されるとともに「配偶者か

らの暴力防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ＊防止法）」が施行されました。ＤＶ防止

法は平成 16年（2004年）及び平成 19年（2007年）の改正で、基本方針も改正され、市町

村の基本計画策定及び配偶者暴力相談支援センター＊（ＤＶ相談支援センター）設置が努力

義務化され、平成 25年（2013年）の改正においては、保護の対象が交際相手に拡大され、

名称が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律＊」に改められました。 

平成 27年（2015年）６月に、人口減少社会を迎える中で、持続的成長を実現し、最大の

潜在力である「女性の力」の発揮が不可欠であり、企業活動、行政、地域社会等の現場に多

様な視点や創意工夫をもたらすとともに、社会の様々な課題の解決を主導する人材の層を厚

くし、女性のみならず、すべての人にとって暮らしやすい社会づくりにつなげるため、「す

べての女性が輝く社会」の実現を目指す「女性活躍加速のための重点方針 2015」を掲げ、

８月には、女性の働く意欲を実現につなげるねらいとして、「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が制定されました。 

平成 30年に、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現す

る働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇

用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる「働き方改革関連法」が公

布、施行されました。また、同年、衆議院、参議院及び地方議会の議員の選挙において、男

女の候補者の数ができる限り均等になることを目指すことなどを基本原則とする「政治分野 

 

 

男女共同参画社会基本法：男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として平成 11 年（1999 

年）に制定された法律。男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、国・地方公共団体及び国民の責務を明

らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めている。 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）：配偶者やパートナーなど親密な関係にある者（過去にそのような間柄にあっ

た者も含む）から振るわれる暴力のこと。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」では、「配

偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）からの身体に対する不法な攻撃で生命・身体に危害を及ぼ

すものまたはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（過去に受け、婚姻関係の解消後も、配偶者であった

者から引き続き受ける攻撃・言動を含む）」を「配偶者からの暴力」としている。 
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  における男女共同参画の推進に関する法律」が公布、施行されました。 

令和元年に、児童虐待と密接な関係があるとされるＤＶの被害者の適切な保護が行われる

よう、配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所等の相互に連携・協力すべき関係機関とし

て「児童相談所」を法文上明確化すること等を内容とした、「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律」の一部改正が行われました。 

令和２年６月１日に改正労働施策総合推進法が施行されたことにより、職場におけるパワ

ーハラスメントを防止するために講ずべき措置が事業主に対して義務化され、先行して大企

業を対象に実施されました。更に、令和４年４月１日からは中小企業の事業主にも義務化が

拡大されました。 

令和４年６月 17日には、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が公布され、

令和６年４月１日から施行されることとなっています。生活困窮、性暴力・性犯罪被害など

の困難な問題を抱える女性への福祉、人権の尊重や擁護、男女平等といった基本理念の下、

民間団体との協働などの新たな支援の枠組みの構築を目指すこととなりました。 

令和５年５月 19日に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の一部

を改正する法律が公布され、令和６年４月１日から施行されることとなり、被害者の保護命

令制度の拡充・保護命令違反に対する厳罰化のほか、国の基本方針及び都道府県が定める基

本的な計画の記載事項として、被害者の自立支援のための施策などを、必要的記載事項とさ

れることとなりました。 

令和５年６月 23日、全ての国民が性的指向・性同一性の多様な在り方を互いに自然に受け

入れられる社会の実現を目指した「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関

する国民の理解の増進に関する法律（ＬＧＢＴ理解増進法）」が公布・施行されました。 

 

◆国における男女共同参画基本計画の策定 

ナイロビ将来戦略を受けて、昭和 62年（1987年）には 21 世紀に向けて男女共同参画社会

の形成を目指す「西暦 2000年に向けての新国内行動計画」を策定しました。 

平成 12年（2000年）12月に、男女共同参画基本計画を策定しました。これは、男女共同 

 

 

 

配偶者暴力相談支援センター：「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、被害者からの相

談、医学的・心理学的な指導、緊急時における安全確保・一時保護、就労・住居・保護施設の利用等に関する情報

提供その他の援助を行う。都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設においてその機能を果たすこととさ

れ、また、平成 19 年（2007 年）の法改正により、市町村が設置する適切な施設においてもその機能を果たすよう

努めるものとされた。 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律：配偶者からの暴力（ＤＶの項目参照）に係る通報・相談・

保護・自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として平成 13 年

（2001 年）に制定された法律。国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、配偶者暴力相談支援センタ

ーや被害者の保護や保護命令制度に関する事項を定めている。 
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参画社会基本法に基づき策定された男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画で

あり、平成 22年（2010年）までの施策の基本的方向と、各項目における平成 17年度末

（2005年度末）までに実施する国や地方公共団体、国民が具体的に取り組むべき課題や施策

を掲げました。 

平成 17年 12月に、防災など取組を必要とする新たな分野を加えて、女性の再チャレンジ

支援や男性の参画の拡大などの事項が盛り込まれ、平成 18年度（2006年度）から平成 22 

年度（2010年度）までの施策を掲げた「男女共同参画基本計画（第２次）」を策定しまし

た。 

平成 22年 12月には、実行性のあるアクション・プランとするため「男性、子どもにとっ

ての男女共同参画」などの施策 15項目を掲げた「第３次男女共同参画基本計画」を策定し

ました。 

「第３次男女共同参画基本計画」の計画期間が平成 27年度末に終期を迎えることから、日

本社会全体における状況の変化、女性をめぐる状況の変化、男性の仕事と生活を取り巻く状

況、東日本大震災の経験から得た教訓、女性に対する暴力をめぐる状況、国際社会への積極

的な貢献など社会情勢の変化を踏まえ、平成 27年度に「第４次男女共同参画基本計画」を策

定しました。 

現在の国の「第５次男女共同参画基本計画」は、令和２年度に策定され、社会情勢の現状

を踏まえ、新たな課題として新型コロナウイルス感染症拡大による女性への影響、人口減少

社会の本格化と未婚・単独世帯の増加、人生 100年時代の到来、デジタル化社会への対応、

ジェンダー平等に向けた世界的な潮流などが挙げられています。また、重点的に取り組むも

のとして「政策・方針決定過程への女性の参画拡大」「雇用分野、仕事と生活の調和」「地域

活動における女性の活躍・男女共同参画の重要性」「女性に対するあらゆる暴力の根絶」が挙

げられています。 

 

(3) 岩手県の動き 

◆いわて男女共同参画プランの策定及び女性施策専門部署設置 

岩手県では、平成 12年３月、男女共同参画社会基本法の趣旨、理念や県の現状を踏まえ、

「いわて男女共同参画プラン」（平成 12年プラン）を策定しました。 

平成 14年４月には、福祉総合相談センターを配偶者暴力相談支援センターに指定し、同年

10月には、男女共同参参画の推進に関し、基本理念を定め、男女共同参画の推進に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進すること

を目的として岩手県男女共同参画推進条例が制定されています。 

平成 15年４月、「青少年女性課」を「青少年・男女共同参画課」に改編、平成 18年４月に

は、男女共同参画センターを開設して、各広域振興局等保健福祉環境部とともに配偶者暴力

相談支援センターに指定しています。 

 

◆法律に基づく岩手県の計画や条例の策定 

岩手県は、平成 17年に、本県における配偶者暴力対策を推進するため「いわて配偶者暴力

防止対策推進計画」を策定しました。 

平成 20年には、ＤＶ防止法の改正を受けて平成 12年９月に策定した「いわて配偶者暴力
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防止対策推進計画」を一部改定したほか、「いわて男女共同参画プラン」（平成 12年プラ

ン）が平成 22 年度末に終期を迎えることから、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律」や「次世代育成支援対策推進法＊」等との整合を図るため、平成 23年３

月に新しい「いわて男女共同参画プラン」を平成 23年度から令和２年度までの 10年間を計

画期間として策定し、ＤＶ被害者の相談・保護、自立に向けた施策の充実が図られました。 

   令和２年度には、令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とする新たなプラン

を策定し、あらゆる分野における女性の参画拡大、復興と防災における男女共同参画の推

進、女性の活躍支援、多様な困難を抱えた女性への支援と女性の健康支援、男女共同参画社

会の実現に向けた基盤の整備に取り組むことが示されました。なお、令和５年７月にはプラ

ンの見直しがあり、一部の指標等が改訂されています。 

 

◆ 岩手県の男女共同参画関連施策 

岩手県では、平成 26年５月 22日に、岩手県の女性の活躍を推進することにより東日本大

震災津波からの復興の加速化を進め、地域経済活性化に寄与することを目的として、県内の

経済団体、産業団体、国等の関係団体と県による、いわて女性の活躍促進連携会議を設立し

ました。 

さらに、平成 28年５月 25日には、この会議を平成 27年９月４日に施行された「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成 27年法律第 64号）第 23条第１項に規定

する協議会に位置付け、構成団体と連携し、県内の女性の活躍推進に向けた取組を進めてい

ます。 

国土交通省が令和３年１月に公表した「企業等の東京一極集中に関する懇談会とりまと

め」によると、考えられる東京一極集中の要因の一つとして、東京圏以外の出身地から東京

圏に流入した女性は、それ以外の女性に比べて、「地元には『夫は外で働き、妻は家庭を守る

べき』という意識を持っている人が多い」と考えている人の割合が高いことが指摘されてい

ます。このことから、いわて女性の活躍促進連携会議では、いわてで働こう推進協議会との

連名で、一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会の実現を目指し、「住みたい、働きた

い、帰りたい」と思える岩手をつくるため「性別による固定的な役割分担意識をなくそう 

いわて宣言」を令和３年２月に行いました。 

   

 

 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法：急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化を踏まえ、次代の社会を担う子ども

が健やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的として平成 15 年（2003 年）に制定された法律。子

育て家庭への支援その他の子育て環境の整備、雇用環境の整備等の取り組みに関し、基本理念を定め、国・地方公

共団体・事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定め

ている。 
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２ 花巻市の取組 

花巻市は、平成 18年１月１日に花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町の１市３町が合併し、新

市発足と同時に「花巻市男女共同参画推進条例＊」（平成 18年条例第 13号）を制定し、第８条に

おいて基本計画の策定について定めました。これを受け、平成 19年３月に男女共同参画基本計画

「パートナーシップ創造プラン・はなまき」を策定し、この計画に基づき、平成 19年度から平成

27年度までの９年間、施策を展開し事業を行いました。 

また、平成 28年３月には、「パートナーシップ創造プラン・はなまき」の成果や市民意識調査

の結果も踏まえ、平成 28年度から平成 35（令和５）年度の８年間を計画期間とする第２次計画

を策定し、施策を展開し事業を行いました。 

女性団体がお互いの活動を紹介し合い、交流を持つことができるよう、平成 19年にまなび学園

内に女性団体活動交流スペースを設置しました。 

この活動交流スペースの利用者数は新型コロナウイルス感染症の影響等により変動があるもの

の、話し合いや活動の場として定着し、多い年には年間 1,000人を超える人が利用しています。 

更には、女性たちがいきいきと暮らすことのできる社会を実現するため、市内女性団体間の交

流と連携（ネットワークの構築）を目的に、任意団体として「花巻市女性団体ネットワークの

会」が設立され、「市民のつどい」を開催するなど、各女性団体が協働して男女共同参画を推進し

ています。 

市役所内では、男女共同参画に関する職員研修のテーマとしてＤＶや多様な性について取り上

げ、理解の促進に取り組みました。 

また、岩手県が実施している「男女共同参画サポーター＊養成講座」を修了した市民の知識と

意欲を地域における男女共同参画の推進に活かすため、男女共同参画推進員＊を委嘱し、市民の

男女共同参画に関する学習のサポートや市の主催事業のスタッフとして活躍しているほか、各

種団体からの依頼により出前講座で寸劇等を行うなどして、男女共同参画の意味や必要性を広

く周知してきました。 

 

①男女共同参画サポーター養成講座修了者 97名（令和５年５月現在） 

②男女共同参画推進員 16名（令和５年５月現在） 

 

 

花巻市男女共同参画推進条例：男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会の実現を図

ることを目的として、市が平成 18 年（2006 年）に制定した条例。男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、

市・市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めて

いる。  
男女共同参画サポーター：岩手県が行う男女共同参画サポーター養成講座を受講し、岩手県知事の認定を受けた方。 

 

男女共同参画推進員：「花巻市男女共同参画推進条例」に基づき、地域における男女共同参画を円滑に推進するため、

男女共同参画推進員を配置している。 
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第２節 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の目的 

平成 28年策定の第２次花巻市男女共同参画基本計画の検証を行い、その成果、市民の意識及び

社会情勢の変化等を踏まえ、新たな課題の解決を図るため、本市として男女共同参画社会実現の

ため、施策の基本的方向を定めた上で展開を行い、総合的・計画的に推進するために本計画を策

定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

(1) 本計画は、「花巻市男女共同参画推進条例」（平成 18年条例第 13号）第８条に基づいて平

成 28年３月に策定した「第２次花巻市男女共同参画基本計画」が令和６年３月に計画期間を

満了することから、これまでの取組の成果、市民の意識及び社会情勢の変化等を踏まえ、必

要な見直しを実施します。 

 

(2) 「男女共同参画社会基本法」第 14条第３項に定める「市町村男女共同参画計画」であると

ともに、基本目標４「ＤＶと性暴力の根絶」の取組をもって「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に定める「市町村基本計画」を包含するこ

ととし、さらに、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に定める

「市町村推進計画」に位置づけ、一体で施策の推進を図ります。 

 

３ 計画の期間及び名称 

本計画の期間は、令和６年度（2024年度）から令和 13年度（2031年度）までの８年間と

し、社会情勢の変化に的確に対応するために、必要に応じて計画の見直しを行います。 

また、本計画の名称を「第３次花巻市男女共同参画基本計画」とします。 
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第２章 花巻市の現状と課題                   

 

第１節 社会情勢の変化 

 

１ 少子高齢化・人口減少 

国勢調査による本市の人口の推移をみると、総人口は平成 12年の 107,175人を頂点に減少を続

けており、今後も減少傾向が続くものと見込まれます。また、年齢３区分別人口では、０～14歳

の年少人口と 15～64歳の生産年齢人口は減少しています。65歳以上の老年人口は増加傾向が続い

ていますが、将来的には減少に転じると推計されています。 

※国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に準拠した国の「まち・ひと・しごと創生推進本部」が示した市区町村別

人口推計ワークシート（令和元（2019）年６月版）による算出 

 

岩手県人口動態統計によると、本市における合計特殊出生率（一人の女性が一生に産む子ども

の平均数）は、昭和 59年の 2.12を頂点に低下を続け、平成 21年以降は 1.40前後で横ばいとな

っています。令和２年は 1.29で全国の 1.33、岩手県の 1.30を下回り、人口を維持するために必

要といわれる値の 2.07を大きく下回っています。 

高齢化率（総人口に占める 65歳以上人口の割合）は年々上昇を続けており、令和２年は 34.6％

となっています。また、平成 27年の 65歳以上の高齢者がいる世帯 57.9％のうち、高齢者夫婦の

みの世帯は 18.7％、高齢者のひとり暮らし世帯は 18.5％で、高齢者のみで構成される世帯は増加

しています。 

このように、本市においても全国や岩手県の傾向と同様に、人口減少と少子高齢化がさらに進

むことが予測されます。 

なお、平成 25年度末に 297人だった外国人市民数は、年々増加傾向にあり、新型コロナウイル

ス感染症の影響による減少はあったものの、令和４年９月末には 517人となりました。市全体の

人口が減少傾向にある中、外国人市民数は増加しているため、その割合も年々増えています。 

 

＜花巻市の人口＞                   単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総人口には年齢不詳を含むため、総人口と内訳（年齢３区分人口）の計は一致しない。  

資料：国勢調査 
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＜花巻市の外国人市民の数と割合＞            単位：人 

年 度 
平成 

29年 

平成 

30年 

令和 

元年 

令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

人 数 317 429 472 491 439 517 

割 合 0.33％ 0.45％ 0.50％ 0.52％ 0.47％ 0.56％ 
 

資料：花巻市多文化共生推進プラン（令和５年３月）                     

 

 

＜合計特殊出生率（全国・岩手県・花巻市）＞       単位：人 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

資料：岩手県人口動態統計 

 

＜花巻市の高齢化率＞                    単位：％ 

資料：岩手県人口動態統計 

 

 

平成（年） 
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＜花巻市の高齢世帯の割合＞         単位：％ 

 

資料：花巻市高齢者いきいきプラン （令和３～５年度） 

 

２ 家族形態の変化 

本市の世帯数の推移をみると、総数は増加していますが１世帯当たりの人数は減少しており、

令和２年には 2.68人となっています。また、世帯構成別では、「夫婦のみ世帯」や「夫婦と子ど

もからなる世帯」、「ひとり親と子どもからなる世帯」のいわゆる核家族が増加し、「三世代世帯」

は減少しています。人口の減少に加え、核家族や単身世帯の増加など家族形態の多様化が進んで

います。 

 

＜花巻市の世帯数＞                  単位：世帯 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料：岩手県人口動態統計  
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＜花巻市の１世帯あたりの人数＞             単位：人 

資料：岩手県人口動態統計  

 

 

＜花巻市の世帯構成別の世帯数＞                    単位：世帯 

 

 
資料：国勢調査  
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３ 女性の年齢階級別労働力（Ｍ字カーブ＊） 

本市における令和２年の女性の年齢階級別労働力率は、大学や専門学校などを卒業し就業す

る 20歳～24歳で急増し、25歳～29歳でさらに高くなりますが、結婚や出産・子育て期に当た

る 30歳代で減少します。子育てなどが一段落する 40歳～44歳で再び上昇し、いわゆる「Ｍ字

カーブ」を描きますが、Ｍ字の谷の部分に当たる 30歳代の労働力率が平成 22年に比べて上昇

しています。また、15歳～19歳と 20歳～24歳を除き、全ての年代で労働力率が上昇していま

す。 

共働き世帯が増えており、出産・子育て期に当たる年代で働く女性が増えていることから、希

望する人が働き続けるため、子育て支援等の取組が必要です。 

 

 

 

＜花巻市の女性の年齢階級別労働力率＞           単位：％ 

 
 

 

 

 

 

 

Ｍ字カーブ：日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後半と 40歳代後半

が山になるアルファベットのＭのような形になることをいう。これは、結婚や出産で退職し、子育てが一段落す

ると再就職する人が多いことを表している。なお、国際的にみると、スウェーデンやドイツ、フランス等の先進

諸国では、子育て期における就業率の低下は見られない。 

 

 

  

 
資料：国勢調査 

-13- 



第２節 第２次花巻市男女共同参画基本計画（平成 28～令和５年度）の成果と課題 

 

１ 第２次花巻市男女共同参画基本計画（平成 28～令和５年度）の概要と今後の課題 

花巻市では、花巻市男女共同参画推進条例第３条に掲げる７つの基本理念のもとに、「男女
みんな

が

互いに認め合い、ともにきらめくまち」の実現のため、次の基本目標を掲げて計画の推進を図

ってきました。 

  基本目標１ 男女共同参画の理解の促進 

  基本目標２ 男女の社会における参画の促進 

基本目標３ 男女のワーク・ライフ・バランスの推進 

基本目標４ 男女間の暴力の防止と根絶 

 

令和５年度の市民意識調査＊では、男性と女性の地位が平等になっていると思う人の割合につ

いては、前回調査（平成 26年度）と選択肢を変更し、「男性と女性のどちらが優遇されている

と感じるか」についても調査したところ、「学校」や「言葉や文章の表現」においては「平等に

なっている」と感じる人の割合が高くなっているものの、そのほかの設問では「女性が優遇さ

れている」と感じる人の割合よりも「男性が優遇されている」と感じる人の割合が高いという

結果となりました。また、その割合に男女間で差がみられることや、設問によっても男女平等

だと感じている人の割合が異なることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民意識調査：男女共同参画に関する現状を把握することを目的として、平成 26年度、令和５年度に市が市民を対象に

実施した意識調査をいう。 
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【男性と女性の地位が平等になっていると思うか】 

① 年度別（令和５年度、平成 26年度） 

令和５年度調査（n=796） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞平成 26年度調査 

※今回調査の設問とは選択肢が異なるため、参考として掲載するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

※「無回答」が含まれていない集計値 
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②男女別（令和５年度） 

 

＜参考＞平成 26年度調査 

※今回調査の設問とは選択肢が異なるため、参考として掲載するもの。 

※「無回答」が含まれていない集計値 

資料：市民意識調査（令和５年度、平成 26年度） 
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２ 第２次花巻市男女共同参画基本計画（平成 28～令和５年度）の基本目標ごとの成果と課題 

 

基本目標１ 男女共同参画の理解の促進 

 

(1) 成果 

○ 男女共同参画に関する講演会や学習講座の開催、市が委嘱している男女共同参画推進員によ

る出前講座の実施、広報紙やホームページ等による情報提供などを通じて、男女共同参画社会

の実現に向けた意識づくりを図ってきました。 

   中でも、性的少数者への差別や偏見をなくすための取組として、新たに市民向けセミナーや

職員研修を実施しました。また、全国の自治体で導入が進んでいる同性パートナーシップ制度

について、条例による制度の導入の検討を行うこととし、男女共同参画審議会で意見を伺いま

した。性的少数者についての理解が広がり、当事者が感じている生きづらさを少しでも軽減で

きるよう、引き続き取組を進めていきます。 

 

○ 男女共同参画を推進する人材の育成のため、いわて男女共同参画サポーター養成講座の市民

への周知と受講を希望される方への支援を実施しました。いわて男女共同参画サポーター認定

者は、令和５年度の目標数を上回るペースで増えており、認定者の中には、学んだ知識を生か

し、男女共同参画推進員や花巻市男女共同参画審議会委員として活躍いただいている例もあり

ます。また、令和４年度には、本市で開催されたいわて男女共同参画サポーター養成講座の講

師を花巻市男女共同参画推進員が務めるなど、活躍の場を広げています。 

 

 

「男女共同参画サポーターの認定者数（累計）」    単位：人 

 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

73 77 82 85 87 91 97 93 

 

 

○ 公益社団法人花巻国際交流協会が実施する定住外国人支援事業への補助を行い、外国人市民

の日本語習得や生活についての基礎的な知識の習得を支援しました。また、市民の国際理解を

促進するため、外国人市民等、海外での経験が豊富な方を講師に迎え、市民向けの多文化サロ

ンや市民語学講座を実施したほか、国際交流協会職員による出前講座等を実施しました。また、

令和４年度には、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関

係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくことを目的に「花巻市多文化

共生推進プラン」を策定しました。 
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(2) 課題 

○ まちづくり市民アンケートでの「職場や学校、地域など身のまわりで男女の平等が図られて

いると感じる市民の割合」については、40％台で推移しており、いまだに半数以上の人が男女

の平等が図られていないと感じています。特に令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡

大により全国に緊急事態宣言が発令され、全国的に女性の就業率が高い宿泊業、飲食業といっ

たサービス業の業績が低下したこともあり、雇用にも影響があったことが一因と考えられるほ

か、地域等では固定的な性別役割分担や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解

消が進まないことにより、意思決定の場に女性が参画できないことなどが男女平等の意識の醸

成につながらない要因の一つと考えられます。 

 

「職場や学校、地域など身の周りで男女の平等が図られていると感じる市民の割合」 

（まちづくり市民アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 男女共同参画に関する講演会や学習講座の開催を継続して行っています。令和４年度時点で

参加者の割合は令和５年度の目標よりも低い水準となっていますが、令和２年度以降は、新型

コロナウイルス感染症による移動制限や会場の利用制限等を考慮し、希望する方が参加しやす

く、また遠方の講師にも登壇いただきやすいよう、オンラインによる講座や、会場参集とオン

ラインの参加を選べる講座を実施するなど、時勢に合わせ新たな講座・セミナーの開催を行い

ました。今後も、より多くの方に関心を持っていただけるよう、関係団体と連携し、テーマの

設定や企画、周知方法について検討するとともに、参加しやすい日時や場所の設定、託児を行

うなど、参加者を増やす工夫に努めます。 

 

「男女共同参画学習講座等の定員に占める参加者の割合」（まちづくり市民アンケート） 

 

 

 

 

 

 

まちづくり市民アンケート：「花巻市まちづくり総合計画」に掲げる施策ごとの成果指標の現状値を把握し、目標値を

設定するための資料を作成するとともに、市政への市民参画を促進することを目的として、市が市民を対象に毎年

度実施している意識調査をいう。 

  

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

46.0％  46.1％  41.7％  47.6％  41.0％  41.2％  41.2％ 60.0％ 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

89.2％ 87.8％ 85.6％ 74.2％ 94.7％ 43.5％ 46.2％ 100.0％ 
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基本目標２ 男女の社会における参画の促進 

 

(1) 成果 

○ 防災会議における女性委員の割合は平成 29年度から目標値（令和５年度において 12.1％）

を上回っています。引き続き自主防災組織等への女性の参画促進を図っていくほか、防災分野

において、女性をはじめ、外国人、障がい者、性的少数者など様々な立場の方の視点を取り入

れられるよう努めていきます。 

 

「防災会議における女性委員の割合」 

 

 

 

 

 

○ 市の管理職の女性の割合は、令和４年度時点で目標値（令和５年度において 18.0%）を達成

しました。管理職への登用に当たっては、「男性だから」「女性だから」といった固定観念をな

くし、管理職となる前の課長補佐級や係長級の段階から性別を問わず公平な登用を行っていま

す。今後も継続して人材育成を図っていくことで、さらに市の女性管理職の割合を高めていき

ます。 

 

「市の管理職の女性の割合」 

 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

12.3％ 13.1％ 14.1％ 14.5％ 13.3％ 16.7％ 19.5% 18.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

9.1％  14.3％  17.1％  17.1％  14.3％  14.3％  22.9% 12.1％ 
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(2) 課題 

○ 市の審議会委員等に占める女性の割合は、令和４年度時点では目標値（令和５年度において

40.0％）には達しておらず、審議会委員への就任を条例等で規定している職、登用する専門分

野、委員の推薦を依頼する団体の役職に就任している女性の割合が少ないことが要因と考えら

れます。市職員への男女共同参画に対する意識啓発を図り、それぞれの審議会等の目的を踏ま

えた上で、関係団体への協力依頼など、審議会等における女性の登用を増やすための取組を続

けます。 

 

 

「審議会委員等に占める女性の割合」 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市政懇談会に参加した女性の割合は、令和４年度時点では目標値（令和５年度において 30．

0％）に届かず、低い割合のまま推移しています。女性の声を市政に取り入れるため、誰もが参

加、発言しやすい環境づくりに努め、女性の参画の促進を図っていきます。 

 

「市政懇談会に参加した女性の割合」 

 

 

 

 

 

 

※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、参集による開催は１地区のみであり、

ほかは書面による開催又は開催を中止したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

29.4％ 28.1％ 28.8％ 31.4％ 28.8％ 28.1％ 30.8%  40.0％ 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度※ 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

21.4％ 19.7％ 18.2％ 19.7％ 18.0％ 15.8％ 18.4% 30.0％ 
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○ コミュニティ会議の役員における女性の割合は依然として低くなっていますが、令和３年度

には、女性の会長が誕生しております。また、女性の行政区長も徐々に増えています。地域活

動等の活性化には、男女共同参画の視点が重要であることから、引き続き、男女共同参画推進

員による出前講座の周知や、固定的な性別役割分担意識や無意識の偏見（アンコンシャス・バ

イアス）の啓発など、男女共同参画の意義について地域への普及啓発を行っていきます。 

 

「コミュニティ会議における女性役員の割合」 

 

 

 

 

 

○ 市民意識調査では、自治会などの地域の役職、議員や審議会等委員などへの女性の進出が

進まない原因として「女性は仕事や育児・介護などで忙しく、時間的な余裕がない」「男性が

なるほうがいい（なるものだ）と思っている人が多い」という回答が多く挙げられました。

あらゆる意思決定過程における女性の参画を進めるためには、固定的な性別役割分担意識を

なくすこととともに、保育サービスや学童サービスなどの充実を図ることによる、仕事や家

事・育児・介護を男女共に担う環境づくりが必要です。 

 

【自治会などの地域の役職、議員や審議会等委員などへの女性の進出が進まない原因はどこにあ

ると思うか（３つ以内選択）】 

 令和５年度調査（ｎ=796） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

11.4％ 11.1％ 11.5％ 11.1％ 13.0％ 12.8％ 12.5% 30.0％ 

資料：市民意識調査（令和５年度） 
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○ まちづくり市民アンケートによると、生きがいを持って暮らしている高齢者の割合は、平

成 29年度をピークに減少しており、特に令和２年度から令和３年度に大きく下落していま

す。これは新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出の自粛や人との交流の減少が影

響していたことが要因と考えられます。高齢者生きがい就労創出支援事業の活用や公益社団

法人シルバー人材センターなどと連携した高齢者の雇用の拡大等、高齢者の社会参加の促進

を図るとともに、健康づくりや介護予防の講座への取組、敬老会事業への支援等により、高

齢者の生きがいづくりを引き続き推進していきます。 

 

 

「生きがいを持って暮らしている高齢者の割合」（まちづくり市民アンケート） 

 

 

 

 

 

 

○ 疾病の早期発見、早期治療につながるよう乳がん検診、子宮頸がん検診を行いましたが、受

診率は、令和４年度時点では目標値（令和５年度において 50.0％）に達しませんでした。女性

が生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう、検診受診率の向上に努めます。 

 

「乳がん検診受診率」 

 

 

 

 

 

 

 

「子宮頸がん検診受診率」 

 

  

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

74.7％ 78.4％  77.4％  73.8％  71.9％  63.0％  58.9%  85.0％ 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

41.4％  40.2％  37.8％  39.3％  39.5％  38.3％  40.8％  50.0％ 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

33.3％  31.9％  30.2％  31.1％  30.7％  29.4％  32.6%  50.0％ 
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基本目標３ 男女のワーク・ライフ・バランスの促進 

 

 (1) 成果 

○ ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、育児休業などの制度を利用しやすいことや柔

軟な勤務制度の導入など、職場の理解が欠かせないことから、ワーク・ライフ・バランス推進

のためのチラシを市内事業所に配布するとともにホームページにも掲載し啓発を行ったほか、

公益社団法人花巻青年会議所の協力により事業者向けセミナーを開催し、先進的な取組を行っ

ている経営者のお話を伺う機会を設け、広く理解促進に努めました。 

 なお、このセミナーについては、一般市民の方々にも対象を広げたほか、オンラインでも参

加可能とし、感染症の拡大防止のほか、交通手段等の面から会場での参加が難しい方々につい

ても参加できるよう努めました。 

 市職員で構成する男女共同参画幹事会において、ワーク・ライフ・バランスについての研修

を実施し、自身の働き方を見つめなおすとともに、市役所の業務効率の向上や市の施策に反映

できることがないか意見を交換しました。 

 ワーク・ライフ・バランスを推進することは、人材の確保、従業員の仕事への意欲向上のほ

か、生産性の向上や事業所のイメージアップなどのメリットがあることについて、引き続き事

業所へ啓発していきます。 

 

○ 仕事と家庭生活や地域活動の両立支援のために、病後児保育室の開設、学童クラブの移転新

築や増築、ファミリーサポートセンター事業の充実など、子育て支援環境の整備に加え、こど

もセンターや地域子育て支援センターにおける子育て相談や子育て講習会などを実施し、安心

して子育てができるよう子育て支援体制の充実を図ってきました。 

 

 

「職場の福利厚生やワーク・ライフ・バランスに満足している勤労者の割合」 

（まちづくり市民アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

（2）課題 

○ まちづくり市民アンケートの「子育てしやすいまちだと感じる市民の割合」は令和５年度の

目標値（令和５年度において 65.0％）を下回っています。これは、保育所等の新設や学童クラ

ブの増設は行ったものの、従事する保育士の確保が進まないなど、依然として保育所等入所の

待機児童が解消されないことや、学童クラブに従事する放課後児童支援員の不足により、児童

の受け入れが予定どおり進まないことのほか、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症拡

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

46.6％ 48.3％ 46.9％ 51.1％ 47.9％ 45.7％ 46.5% 50.0％ 
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大防止のため、子育て支援施設の利用が制限されたことが要因と考えられます。また、市が実

施する子どもの医療費助成は、県が行う医療費助成事業に市独自の上乗せを行い、これまで対

象者の拡大や助成額の増額などの拡充に努めてきましたが、市町村によって取組内容が異なる

ことから、更なる拡充を求める声が市議会や市民より寄せられている状況にあります。 

このため、子育て世帯のほか、これから子どもを育てていこうとする市民が、経済的な負担

を心配することなく、安心して子育てをしていただけるよう、引き続き保育士等の確保対策や、

妊産婦の医療費助成拡充などの子育て支援に努めてまいります。 

 

「子育てしやすいまちだと感じる市民の割合」（まちづくり市民アンケート） 

 

 

 

 

 

 

○ 高齢者が必要なときに必要な介護保険や高齢福祉サービスを受けていると感じる市民の割

合は、令和４年度時点で 66.4％となり目標値よりも低くなっています。特に令和２年度から令

和４年度にかけては新型コロナウイルス感染防止のための外出や集会の自粛など人との交流

が減少し、直接のサービス利用機会そのものと情報交換をする機会が減っていることも影響し

ていると推測されます。高齢者がこうしたサービスを利用できることは、現役世代が安心して

働くことができる環境につながることも踏まえ、今後も介護サービスの充実を図るとともに、

在宅介護者を対象とした家庭訪問による相談支援など、介護する人に対しての支援を行います。 

 

「高齢者が必要な時に必要な介護保険や高齢福祉サービスを受けていると感じる市民の割合」 

（まちづくり市民アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 市民意識調査では、「女性は仕事をするほうがよい」という回答が前回調査（平成 26 年度）  

と同程度であり、また、その考えは女性の方が多い結果となっています。さらに、同調査結果

を見ると、家庭生活における食事の支度や洗濯などの家事、育児や介護などは、主に女性が担

っているのが現状といえます。このことから、女性活躍の促進のためには性別に基づく役割を

固定的に捉える意識をなくし、男性が家事・育児・介護などを自発的に担う意識づくりと環境

づくりが必要です。（次項に調査結果グラフを掲載） 

 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

60.4％ 58.3％ 62.5％ 64.0％ 56.0％ 54.2％ 51.0% 65.0％ 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

72.5％ 76.2％ 67.4％ 68.6％ 67.4％ 64.9％ 66.4% 80.0％ 
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【女性が仕事に就くことについて】 

①年度別（令和５年度、平成 26年度） 

 

 

②男女別 

令和５年度調査（男性 n=358、女性 n=427） 
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【家事などを主に誰が行っているか】 

令和５年度調査（n=796） 

資料：市民意識調査（令和５年度） 

 

○ 市民意識調査では、男女が共に仕事と家庭、地域生活を両立するためには「給与、仕事内容

の労働条件や昇進、昇格の機会での男女差の解消」、「育児休業・介護休業制度を利用しやすい

職場環境の整備」を望む声が多く、また、女性が仕事を続けていくためには「職場の理解と協

力」「男女ともに育児・介護を担う」ことが必要と回答している人が多いという結果になってい

ます。このことから、ワーク・ライフ・バランスを実現させるためには、働く場において性別

を理由とする差別的取扱いをなくすことと、長時間労働の是正や育児休業取得などの促進が図

られることについて市民と事業所の双方に向けた啓発が必要です。また、保育サービスや学童

クラブの充実、介護サービスやグループホーム、生きがい事業の充実を図ることと併せ、家庭

においても、性別によって役割を固定的に捉える意識をなくすための啓発が必要です。 

 

【男女が共に「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人生活」を両立するには何が必要か（３つ以内選択）】 

令和５年度調査（n=796） 

 

資料：市民意識調査（令和５年度） 
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【女性が仕事と育児等を両立していくために必要と考えるもの（３つ以内選択）】 

令和５年度調査（n=796） 

 

資料：市民意識調査（令和５年度） 
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基本目標４ 男女間の暴力の防止と根絶 

 

(1) 成果 

○ 男女の人権の尊重と暴力根絶に向けた意識づくりを推進するため、ＤＶ防止について、広報

紙等による啓発、相談窓口の周知などを行ってきました。その結果、ＤＶに関する相談窓口を

知っている市民の割合は、目標値（令和５年度において 70.0％）を上回る状況にありますが、

この割合を 100％に近づけられるよう、引き続き啓発に取り組みます。 

 

「DVに関する相談窓口を知っている市民の割合」(まちづくり市民アンケート） 

 

 

 

 

 

 

○ 夫婦等、親密な関係にある者の間で起こるＤＶや若年層によるデートＤＶなどは、当事者が

自らの被害・加害に気づかない場合があることから、ＤＶについて正しい知識を身に付けるこ

とを目的とした市民向けのセミナーを実施しました。 

 

○ 市が委嘱している男女共同参画推進員が女性に対する暴力をなくす運動のシンボルである

パープルリボンやパープルリボンを飾ったパープルリボンツリーを作成し、市役所や市内商業

施設などに配置したほか、市内商業施設でのパープルリボンの配布活動を行うなど、ＤＶ防止

に関する相談窓口の周知、啓発活動を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度  

平成 30 

年度  

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

目標値 

82.3％ 85.2％ 84.1％ 84.0％ 80.7％ 77.1％ 79.4% 70.0％ 
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(2) 課題 

○ 花巻市におけるＤＶ相談件数は平成 29 年度をピークに減少傾向ですが、一方では、警察署

や配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は年々増加しており、令和２年４月から内閣府が

開設した「ＤＶ相談プラス」は、電話やメールでの相談が可能なこともあり、毎月 3000件以上

の相談が寄せられています。また、市民意識調査では、ＤＶを受けたことや見たことがある人

のうち、それを誰にも相談しなかった人が多いという結果になっており、どこに相談すること

ができるのかを広く周知する必要があることから、今後も早期発見につながるよう広報はなま

きやホームページ等によるＤＶ相談窓口の周知に努めます。 

併せて、今後もＤＶに関する正しい知識の啓発のため、市民向けにＤＶ防止について考える

セミナーを実施していきます。 

 

【ＤⅤを受けたことがある場合、誰かに相談したか（すべて選択）】 

令和５年度調査（ｎ＝156） 

 

 

 

 

資料：市民意識調査（令和５年度） 

 

 

％ 
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第３章 計画の基本理念と基本目標                

第１節 基本理念 

 

□基本的人権が尊重され、急速な社会状況の変化に対応できる活力ある社会にするためには、「男

女」にとどまらず、年齢、国籍、性的指向、ジェンダーアイデンティティなど、多様性を認め合う

男女共同参画社会の形成が不可欠であるという認識のもと、花巻市男女共同参画推進条例第３条に

掲げる７つの基本理念に基づき、この計画を推進していきます。 

 

(1) 男女の人権の尊重 

家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女の個人としての尊厳が重ん

じられること、性別による差別的取扱いを受けないこと、個人としての能力を発揮する機会が確保

されること、その他の男女の人権が尊重されること。 

 

(2) 社会の制度や慣行についての配慮 

性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度や慣行が、男女の社会における活動の

自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮すること。 

 

(3) 男女の精神的・経済的・生活的自立 

男女が、共に精神的、経済的及び生活的に自立することの必要性を自覚し、自ら主体的に責任を

持ってあらゆる分野における活動を決定できるようにすること。 

 

(4) 施策等の立案及び決定への共同参画 

男女が、社会の対等な構成員として、市における施策及び事業者における方針の立案及び決定に

共同して参画する機会が確保されること。 

 

(5) 家庭生活と職業等の活動の両立 

家族を構成する男女が、相互の理解と協力及び社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の

家庭生活における活動及び家庭生活以外の活動に対等に参画することができるようにすること。 

 

(6) 性と生殖に関する健康と権利＊の尊重 

男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠及び出産に関してその意思が尊重されるとともに、

女性の生涯にわたる健康の維持が図られるようにすること。 

 

(7) 国際的な取組への理解及び協調 

男女共同参画の推進は、国際的な理解及び協調の下に行われるようにすること。 

 

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）：1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議

において提唱された概念で、今日、女性の人権の重要な一つとして認識される。リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

の中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子

どもが健康に生まれ育つことなどが含まれている。また、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性

と生殖に関する課題が幅広く議論されている。 
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【花巻市における男女共同参画】 

SDGｓでは、ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化はすべての目標とター

ゲットにおける進展について死活的に重要な貢献をするものとされており、ジェン

ダー平等には、男女に限らず性的マイノリティを内包する考えが示されています。 

ジェンダー平等については、国の第５次男女共同参画基本計画の基本的な方針の

中で「男女共同参画社会の実現に向けて取組を進めることは、『男女』にとどまらず、

年齢も、国籍も、性的指向・ジェンダーアイデンティティに関すること等も含め、幅

広く多様な人々を包摂し、全ての人が幸福を感じられる、インクルーシブな社会の

実現につながるものである。」とされています。 

こうした考えのもと、花巻市では、性別に限らず多様性を認め合う視点を持った

男女共同参画社会の形成に向けて、この計画を進めていくものです。 
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第２節 基本目標 

 

基本理念に基づき、「（仮）だれもがお互いを尊重
そんちょう

し、みんなが住みよいまち」の実現のため、

次の４つの基本目標を掲げて、計画の推進を図ります。 

 

基本目標１ 一人ひとりを尊重し合う意識づくり 

基本目標２ 誰もが安心して暮らし、多様な生き方ができる社会づくり 

基本目標３ 多様な働き方とワーク・ライフ・バランスの推進 

基本目標４ ＤＶと性暴力の根絶 

 

 

第３節 計画の推進に当たっての施策 

 

１ 施策の体系 

基本目標に基づく施策の体系は次頁のとおりです。
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『（仮）だれもがお互いを尊重
そんちょう

し、みんなが住みよいまち』 

 

 

①児童生徒に対する発達段階に応じた性と生命に関する教育の充実

②妊娠・出産・子育てに関する正しい知識の普及

②男女共同参画を推進する人材の育成

③人権教育、男女平等教育の推進

【体系図】

男女共同参画
に関する教育
や学習機会の
充実による意
識啓発

①男女共同参画に関する講演会、出前講座等の学習機会の提供

基本目標１

一人ひとりを
尊重し合う意
識づくり

(4)

②各年齢層に対する性や健康に関する情報の提供

 男女共同参画
に関する情報
の収集と提供

①男女共同参画に関する情報提供

②SDGsの視点からの男女共同参画に関する情報の収集と提供

④事業所等へ向けた性的少数者理解促進のための情報の提供

③性的少数者への差別や偏見の解消に向けた意識啓発

性に関する理
解の促進と生
命の尊重

①高齢者、障がい者、性的少数者、外国人等、誰もが安心して暮らせる
地域社会の構築に向けた意識啓発及び支援

①事業所への男女共同参画に関する啓発

②女性が参画しやすい環境づくりの推進

基本目標２

誰もが安心
して暮らし、
多様な生き
方ができる
社会づくり

 政策・方針決
定過程への女
性の参画促進

①審議会等委員への女性の登用促進

労働の場にお
ける男女共同
参画の促進

②関係法令の周知及び職場における各種ハラスメント防止に関する啓発

③農業や自営業における女性の経営参画の促進

困難を抱える
女性のための
支援

①ひとり親家庭や若者、就職氷河期世代、高齢者、障がい者など、貧困
等による生活上の困難に直面する女性が孤立しないための支援

(3)

①女性のライフステージに応じた健康支援

多様性を認め
合う社会の構
築

①地域団体等への女性の参画促進

③高齢者等の社会参加の促進・生きがいづくりの推進

 固定的な性別
役割分担にと
らわれない地
域活動の促進

②防災分野における男女共同参画の促進

個人が望んだ
形で能力を発
揮するための
支援

①女性の能力向上・女性リーダー育成の支援

②再就職などのための相談や職業能力開発の促進

③労働環境に応じた技能習得等の支援

生涯を通じた
女性の健康支
援

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

-33- 



 ＜施策の体系図＞ 

 

 

 

※１ 基本目標４「ＤＶと性暴力の根絶」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13

年４月 13日法律第 31号）」第２条の３第３項の規定に基づく「市町村基本計画」とし、この計画の名称を

「花巻市配偶者暴力防止対策基本計画」とします。 

 

※２ この計画全体を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年９月４日法律第 64号）」第

６条第２項の規定に基づく「市町村推進計画」に位置づけ、「花巻市男女共同参画基本計画」と一体として

施策を推進します。 

  

①男性の家事・育児・介護への参加促進

②長時間労働の是正や有給休暇取得などの促進

基本目標３

多様な働き
方とワーク・
ライフ・バラ
ンスの推進

基本目標４

ＤＶと性暴力
の根絶

ＤＶや性暴力
の防止のため
の教育と啓発

①ＤＶ、性暴力に関する啓発事業の推進及び情報提供

ＤＶ被害者に配
慮した相談の
実施やDV、性
暴力に対する
相談窓口等の
周知

ＤＶ相談窓口
等の相互連携
強化

①関係機関との連携強化による被害者支援

②ＤＶ防止に関する市職員研修の実施

③広報紙やホームページ等によるＤＶ相談窓口の周知

②若年層に対するＤＶ、性暴力防止教育の推進

①各種相談の実施

(1)

(2)

(3)

仕事と介護の
両立支援

①介護サービスの充実

②介護サービスを利用しやすい環境づくりの推進

②ワーク・ライフ・バランスに関する市民への意識啓発

仕事と子育て
の両立支援

①保育サービスや子育て支援の充実

①ワーク・ライフ・バランスや多様で柔軟な働き方に関する事業所への啓
発

仕事と家庭や
地域活動の両
立支援

ワーク・ライフ・
バランスの実
現に向けた意
識づくりと多様
な働き方に関
する事業所へ
の啓発

(1)

(2)

(3)

(4)
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２ 基本目標ごとの施策の展開 

 

基本目標１ 一人ひとりを尊重し合う意識づくり 

 

(1) 男女共同参画に関する教育や学習機会の充実による意識啓発 

男女共同参画社会の実現のためには、個人の尊厳と男女平等の理念を浸透させる必要があ

ります。そのためには、人々の意識の中に形成された性別に基づく固定的な役割分担意識や

性差に対する偏見を解消することなどが必要です。 

男女共同参画について理解することは、男女共同参画社会を形成していく上で最も基本と

なる重要な部分です。また、市が様々な取組を進めていく際にも、全ての取組の根幹となる

ものです。 

これまで、男女共同参画についての理解促進のため、市民セミナーなどの啓発事業や、地

域において男女共同参画を円滑に推進するために市が委嘱した花巻市男女共同参画推進員

による出前講座などを実施してきました。 

しかし、市民意識調査によると、「男女共同参画社会」という用語についての意味を知って

いる人の割合は、半数を超える結果となったものの、いまだに「意味が分からない」又は「知

らない」と答えている人も多いことから、更なる啓発が必要です。 

男女共同参画に関する意義について、男女問わず全ての世代の人が理解を深められるよう、

地域や職場、学校、メディアなどあらゆる場と媒体を通じて、更に啓発事業を推進します。 

地域における男女共同参画を円滑に推進するため、男女共同参画推進員を委嘱し、地域や

学校、事業所などで出前講座を実施するなど、啓発を行います。 

また、男女共同参画サポーター養成講座の受講を推進することなどにより、男女共同参

画を推進する人材の育成を行います。 

更に、就学前や学校教育において授業や様々な行事などを通じ、幼少時から人権の尊重、

男女平等や男女相互の理解と協力の重要性、家族や家庭生活の大切さなどの教育を推進しま

す。 

 

＜施策の展開＞ 

①男女共同参画に関する講演会、出前講座等の学習機会の提供 

②男女共同参画を推進する人材の育成 

③人権教育、男女平等教育の推進 

 

  

(2) 男女共同参画に関する情報の収集と提供 

□人の生き方が多様化する中で、男女共同参画に関する意識や実態などについて可能な限

り男女別に把握し、効果的に男女共同参画の理解の促進を図るため、国などの取組や国内

外の統計情報、関連する各種制度等について広報紙やホームページ等により情報提供を行

います。 
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 ＜施策の展開＞ 

①男女共同参画に関する情報提供 

②ＳＤＧｓの視点からの男女共同参画に関する情報の収集と提供 

 

(3) 性に関する理解の促進と生命の尊重 

現在は、インターネット、ＳＮＳ等の普及により、様々な情報が溢れていることもあ

り、特に若年層においては、デートＤＶや性犯罪など性をめぐる問題が拡大しています。

そのため、学校教育における性教育やメディアリテラシー教育などにより児童生徒が互い

の性を尊重し、責任ある行動をとることができるよう、発達段階に応じた性や生命に関す

る教育の充実に努めるとともに、若年層に向けてデートＤＶや性犯罪の相談先について周

知啓発を行います。 

また、男女が互いの性に対する理解を深め、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやり

を持つことができるよう、各年齢層において性に関する理解の促進を図ります。 

さらに、性的少数者＊への差別や偏見の解消に向けた情報の提供を市民及び事業所等へ行

い、理解促進に努めるとともに、パートナーシップ制度の導入について検討を行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①児童生徒に対する発達段階に応じた性と生命に関する教育の充実 

②各年齢層に対する性や健康に関する情報の提供 

③性的少数者への差別や偏見の解消に向けた意識啓発 
④事業所等へ向けた性的少数者理解促進のための情報の提供 

 

 (4) 多様性を認め合う社会の構築 

男女共同参画を推進するためには、高齢者、障がい者、性的少数者、外国人など誰もが

安心して暮らせるよう、多様性を認め合う社会を構築していく必要があります。高齢者や

障がい者に対するサービスや性的少数者への理解の促進のための情報提供や支援を行いま

す。 

また、近年は外国人市民数が増加傾向にあることから、多様な文化、伝統、習慣の違い

などを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きてい

くための多文化共生について理解を深める事業を推進します。 

   

＜施策の展開＞ 

①高齢者、障がい者、性的少数者、外国人等誰もが安心して暮らせる地域社会の構築に

向けた意識啓発及び支援 

 

性的少数者：ＬＧＢＴ等、多数派とは違う性のあり方をもつ人。ＬＧＢＴはレズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男

性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（こころの性とからだの性が一致しない人

や、からだの性に違和感を持つ人）の頭文字で、性的少数者の総称として用いられることもある。ＬＧＢＴを

含む性的少数者を広く表現する「クィア」と、性自認や性的指向について迷っている人・あえて決めていない

人などをいう「クエスチョニング」の頭文字「Ｑ」を付けて「ＬＧＢＴＱ」と表記することもある。 
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基本目標２ 誰もが安心して暮らし、多様な生き方ができる社会づくり 

 

(1) 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

 社会のあらゆる分野において、誰もがともにいきいきと参画するためには、多様な人材

の能力活用や多様な視点の導入が必要ですが、現状では、政策・方針決定過程への女性の

参画が十分に図られているとは言えない状況です。 

市では、令和５年度までに審議会等委員に占める女性の割合を 40.0％とすることを目標

に取組を進めてきましたが、令和４年４月１日時点での割合は、30.8％で目標に達してい

ない状況です。また、市の審議会等については、条例で委員を職指定する規定があること

や登用する分野に女性の専門家が少ない、団体に推薦を依頼する場合に団体が推薦し得る

ポストに女性が就任していないなどという課題があることも明らかになりました。 

市政への女性の参画促進のためには、今後も継続して審議会等への女性委員の登用の促

進を図る必要があり、登用率の向上に当たっては、男女いずれかの割合が 30％以下の割合

とならないよう留意するとともに、女性が参画しやすい環境づくりを推進します。 

また、市において方針決定過程への女性の参画を促進させるため、人材育成を図りなが

ら、市の管理職のうちの女性の割合（令和４年４月１日現在 19.5％）を高めることに引

き続き努めます。 

 

＜施策の展開＞ 

①審議会等委員への女性の登用促進 

②女性が参画しやすい環境づくりの推進 

 

 

(2) 固定的な性別役割分担意識にとらわれない地域活動の促進 

高齢者の生活支援や子育て支援、防災や環境保全活動など地域における様々な活動は、

性別や年齢によって役割が固定されることがないよう、男女ともに各年齢層の参画が必要

です。このことから、地域活動に男女共同参画の視点が反映されるよう、地域へ男女共同

参画の意義などについて普及啓発を行うとともに、男女共同参画を推進する団体などの活

動を支援しています。 

特に防災分野では、これまで女性の活躍の場が少なく、女性をはじめ様々な立場の視点

に立ったニーズが反映されにくい状況もあったことから、東日本大震災の経験を踏まえて

防災における意思決定過程の場への女性の参画も含めて、自主防災組織等への女性の参画

を促進します。 

また、近年では高齢化に加え、核家族化が進み、一人暮らしの高齢者や高齢夫婦のみの

世帯が年々増加していることや新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため人との接触の

機会を減らしてきたこともありましたが、高齢者等が地域でいきいきと活動できるよう、

生涯学習・スポーツ・芸術文化活動などの生きがいづくりや心身の健康づくりに加え、ボ

ランティア活動・地域活動などの社会参加を促進します。 
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＜施策の展開＞ 

①地域団体等への女性の参画促進 

②防災分野における男女共同参画の促進 

③高齢者等の社会参加の促進・生きがいづくりの推進 

 

 

(3) 労働の場における男女共同参画の促進 

労働の場において女性の活躍が進むことは、男女がともに仕事と生活を両立できる暮ら

しやすい社会の実現にもつながります。このことから、男女共同参画に関する出前講座な

どにより事業所への周知・啓発を行うほか、広報紙等により女性活躍などに率先して取り

組んでいる事業所を紹介するなどの情報提供を行います。 

また、雇用の場において、男女が個人としての能力を発揮しながらいきいきと働き続け

るためには、均等な機会と待遇を確保することが不可欠です。性別を理由とする採用・配

置・昇格などの差別的取扱いやセクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント＊など

の職場における各種ハラスメントをなくす社会環境づくりを進める必要があります。この

ことから、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法の趣旨が正しく理解されるよう、事

業主と労働者双方への周知・啓発を行います。 

このほか、農業や自営業においては、固定的性別役割分担意識が一定程度残っている

と考えられ、女性の経営参画が進まない一因となっています。男性と女性が対等なパート

ナーとして経営などに参画できるよう、環境整備を推進します。 

  

＜施策の展開＞ 

①事業所への男女共同参画に関する啓発 

②関係法令の周知及び職場における各種ハラスメント防止に関する啓発 

③農業や自営業における女性の経営参画の促進 

 

 

(4) 個人が望んだ形で能力を発揮するための支援 

様々な分野において男女がともに参画し活躍するためには、個人の能力開発や人材育成

が必要です。特に女性がさらに参画するために、女性リーダーの育成に関する研修会など

学習や交流機会の充実を図り、多様な人材の育成を推進します。 

 

 

パワーハラスメント：同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業

務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。上司から部

下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景

に行われるものも含まれる。 
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また、雇用の場において、子育てや介護が一段落した人が再就職などを希望する場合、

あるいは、新しい分野への職業転換を希望する場合には、新たな技能を身に付けるなど職

業能力の向上が必要です。このことから、就労に関する相談体制の充実や技能訓練の実施

など継続した支援を行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①女性の能力向上・女性リーダー育成の支援 

②再就職などのための相談や職業能力開発の促進 

③労働環境に応じた技能習得等の支援 

 

(5) 生涯を通じた女性の健康支援 

男女があらゆる場面でともに参画するためには、男女が互いの性に対する理解を深め人

権が尊重される社会・環境づくりが必要です。 

生涯にわたり男女は異なる健康上の問題に直面することに男女ともに留意する必要があ

ることから、関係機関と連携を取りながら、情報提供等を通じて支援を行います。 

特に女性は、生涯を通じて心身の状況が大きく変化する特性があることから、「リプロ

ダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」の視点が特に重要です。女

性が体力的・気力的に安心して活動することができるよう、妊娠・出産に対する支援や婦

人科検診の実施などライフステージに応じた切れ目のない心身の健康支援を行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①女性のライフステージに応じた健康支援 

  ②妊娠・出産・子育てに関する正しい知識の普及 

 

(6) 困難を抱える女性のための支援 

全国の世帯の家族類型別構成割合（※）を見ると、「ひとり親と子ども」世帯は増加し、

令和２年には「３世代等」世帯を上回っています。父子家庭と比較すると、母子家庭は、

正規の職員・従業員でない場合や年収が低い傾向にあります。こうした支援を必要とする

家庭が将来的に自立した生活を送れるよう、相談体制の充実や就業・生活面での制度・環

境整備などにより、世帯や子どもの実情に応じた支援を継続して行います。また、父子家

庭に対しても必要に応じて、こうした支援を行います。   

  このほか、高齢化や障がいなどの多様な困難を抱えた女性が必要な支援につながるよ

う、相談窓口の周知や対応に当たる職員への研修の実施など相談しやすい環境の構築を図

ります。 

 ※内閣府男女共同参画局 男女共同参画白書（令和４年度版） 

  

＜施策の展開＞ 

①ひとり親家庭や若者、就職氷河期世代、高齢者、障がい者など、貧困等による生活上

の困難に直面する女性が孤立しないための支援 
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基本目標３ 多様な働き方とワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識づくりと多様な働き方に関する事業所

への啓発 

少子高齢化や人口減少、核家族や単身世帯の増加などが進む中、地域のつながりが希薄

化しています。 

すべての人が「仕事」と子育てや介護、趣味や学習、休養、地域活動などの「仕事以外

の生活」との調和をとり、その両方を充実させた働き方・生き方をすることが重要です。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、自宅からのリモートワークなどの多

様な働き方が実践され、感染症の影響が縮小しても一つの働き方として定着しつつありま

す。 

仕事と仕事以外の生活の好循環を生み出すワーク・ライフ・バランスを実現すること

は、事業所にとっては、人材の確保や定着、従業員の仕事への意欲向上だけではなく、生

産性や売り上げの向上、事業所自体のイメージアップなどのメリットがあります。また、

社会全体には、経済の活性化や一人ひとりの生活の充実にもつながるものです。 

長時間労働の是正など働き方の見直しや子育て・介護などのライフイベントに対応した

多様で柔軟な働き方が社会全体で推進されるよう、その趣旨が正しく理解され、性別や世

代に関わりなく、社会全体で推進されるよう、事業所はもちろん、市民への周知・啓発を

行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①ワーク・ライフ・バランスや多様で柔軟な働き方に関する事業所への啓発 

  ②ワーク・ライフ・バランスに関する市民への意識啓発 

 

 

○ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動につい

て、個人の事情や希望、人生の段階に応じて、自ら希望するバランスで展開できる状態を進

めようとすることです。 

具体的には、働き方を見直して仕事の効率を高めることで、時間的余裕が生まれ、それと

ともに、仕事の成果も高まり、個人の生活全般が充実します。このことによって、個人の意

欲や創造性が高まり、さらなる仕事の充実にもつながるという、「仕事の充実」と「仕事以外

の生活の充実」の好循環が、多様性に富んだ活力ある社会を創出するとする考え方です。 

なお、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するために、国は「ワー

ク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、平成 19年 12月 18日に「仕事と

生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指

針」を策定しました。 

（平成 19年７月の「『ワーク・ライフ・バランス』推進の基本的方向報告」（男女共同参画会議 仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する専門調査会）より）※平成 22年改定 
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(2) 仕事と子育ての両立支援 

市では、子育て支援や介護サービスの充実を図り、仕事との両立ができるよう取り組ん

できましたが、自らの希望する形でワーク・ライフ・バランスを実現するためには、社会

全体でその趣旨が理解されることが必要です。 

市が平成 30年度に行った「子ども・子育て支援に関するニーズ調査＊」では、小学生

以下の子どもをもつ母親の約８割が仕事を持っており、共働き世帯が増加傾向にあること

から、多様な働き方に対応した子育て支援が必要です。 

令和４年４月１日には、改正育児・介護休業法が施行され、父親も含めた育児休業を取

得しやすい雇用環境の整備が全企業に義務化されており、合わせて育休取得者に対しての

不利益取扱いの禁止やハラスメントの防止措置についても義務化されています。 

市としても子育て中の男女が安心して働き続けることができるよう、延長保育や一時保

育・病後児保育など多様な保育サービスや学童クラブの充実に努めるとともに、子育てに

関する相談体制の充実や情報提供などにより、働きながら子育てする人の支援を行いま

す。 

 

＜施策の展開＞ 

①保育サービスや子育て支援の充実 

 

(3) 仕事と介護の両立支援 

高齢者の割合は年々増加しており、本市でも介護や支援を必要とする人が一定数いるこ

とが見込まれます。 

市民意識調査では、男女が共に「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人生活」の両立を可能

にするために「育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備」が必要であると

答えた人が多いことから、高齢者の生活支援サービスや地域ニーズにあった介護サービス

の充実が必要です。介護を必要とする人の希望に応じた介護サービスの提供と利用しやす

い環境づくりを進め、介護する人の支援を行います。 

 

＜施策の展開＞ 

①介護サービスの充実 

②介護サービスを利用しやすい環境づくりの推進 

 

 

 

 

子ども・子育て支援に関するニーズ調査：幼児期の学校教育・保育及び地域子育て支援事業の需要の量を把握し、

見込みを推計するとともに、子育て支援に係る保護者のニーズを把握することを目的として、平成 30年度に

市が小学４年生までの児童の保護者を対象に実施した意識調査をいう。 

  

-41- 



(4) 仕事と家庭や地域活動の両立支援 

近年では核家族や単身世帯の増加など家族形態が多様化したほか、新型コロナウイルス感

染症の拡大防止のため、自治会やコミュニティ会議など地域の団体の活動自粛の影響もあり、

地域のつながりが希薄化しています。誰もが地域活動に参画し、地域の活性化を推進するた

めにも、仕事と家庭、地域活動の３つのバランスを保つことが重要です。 

働く人々は、長時間労働や不安定な雇用状況などにより、自らが希望する形で家庭や地

域活動などに関わることが難しく、心身ともに疲弊する状況もあることから、長時間労働

の是正や年次有給休暇取得などの促進を図ります。 

また、市民意識調査では、地区行事には男女で同程度関わっており大きな差がない一方、

家庭においては、食事の支度や洗濯などの家事全般を「主に妻が行っている」という回答が

半数以上であったことから、特に家庭において女性の負担が大きいことが伺えます。このこ

とから、性別によって役割を固定的に捉える意識をなくすとともに、家族を構成する一人ひ

とりが、家事・育児・介護といった家庭の役割を果たせるよう意識啓発を行い、女性が地域

で活躍できる環境づくりの促進を図ります。 

 

＜施策の展開＞ 

①男性の家事・育児・介護への参加促進 

②長時間労働の是正や有給休暇取得などの促進 
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基本目標４ DVと性暴力の根絶 

～花巻市配偶者暴力防止対策基本計画～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 計画策定の目的 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、ストーカー行為、性犯罪などの暴力は、身体的・

精神的苦しみをもたらす重大な人権侵害です。性別等に関わらず、誰もがお互いの人権を尊

重し、あらゆる分野においてともに参画することができる男女共同参画社会の実現のために

は、暴力を許さない安全な社会づくりが重要です。 

花巻市では、これまでも「第２次男女共同参画基本計画」に基づき人権の尊重と暴力根絶

に向けた意識づくりに取り組んできました。 

さらに、令和６年度からの第３次計画においても引き続き暴力の根絶について取り組むこ

ととし、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13年法律第 31

号、以下「ＤＶ防止法」）」の趣旨を踏まえながら、施策を総合的に進めるため本計画を策定

します。 

 

 

◆ 計画の位置づけ 

基本目標４ ＤＶと性暴力の根絶をＤＶ防止法第２条の３第３項の規定に基づく「市町村基

本計画」に位置づけます。 

本計画は、ＤＶ防止法第２条の２に基づき国が定める「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する基本的な方針」や「いわて配偶者暴力防止対策推進計画」を勘案して策

定しました。 

 

 

◆ 計画の期間及び名称 

本計画の期間は、令和６年度（2024年度）から令和 13年度（2031年度）までの８年間と

します。 

また、本計画の名称を「花巻市配偶者暴力防止対策基本計画」とします。 

 

 

 

第３次花巻市男女共同参画基本計画（令和６～１３年度）の「基本目標４「ＤＶと性

暴力の根絶」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13年

法律第 31号）」第２条の３第３項の規定に基づく「市町村基本計画」とし、この計画の

名称を「花巻市配偶者暴力防止対策基本計画」とします。   

そのため、施策の展開のほか、計画策定の目的や計画の位置づけなどについても記述

します。 
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◆ 現状と課題 

 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は、人間としての尊厳を傷つける重大な人権侵害

です。ＤＶ被害者は女性が多く、それが起こる背景には、男女の社会的地位や経済力の格

差、性別による固定的な役割分担意識など、これまでの社会的・構造的な問題があると言わ

れています。男女が社会の対等なパートナーとしてお互いの人権を尊重し、あらゆる分野に

おいてともに参画するためには、暴力を許さない安全な社会づくりが重要です。 

国の「男女間における暴力に関する調査（令和２年度内閣府調査）」によると、配偶者

（事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む）から「身体的暴行」、「心理的攻撃」、「経済的圧

迫」、「性的強要」のいずれか１つでも受けたことがある人は、女性が 25.9％、男性が

18.4％となっています。また、何度も被害を受けている人は、女性が 10.3％、男性が 4.0％

となっており、女性の約 10人に１人が配偶者からの被害を何度も受けているという結果に

なっています。 

市民意識調査でＤＶを受けたことや見たことがあると答えた人は 26.8％に上っており、

ＤＶを受けたことがある人のうち誰にも相談しなかった人は 52.6％となっています。この

ことから、多くのＤＶが表面化していないことが伺えます。 

また、ＤＶは夫婦など親密な関係にある者の間で起こることから、当事者が自らの被害・

加害に気づかない場合があり、相談しにくいことなどからも、周囲が気づかないうちに暴力

がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという傾向があります。特に令和２年度からの新

型コロナウイルス感染症の影響により、生活不安やストレス、外出自粛により家庭内で過ご

す時間が増えたことからＤＶの発生件数は全国的に増加傾向にありました。 

また、内閣府の調査によると若年層のデートＤＶ被害も深刻な状況にあることから、若年

層も含めたＤＶに関する知識と暴力を許さない意識づくり、ＤＶ被害者に配慮した相談体制

が重要です。 

 

   

資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（令和２年度） 

 

デートＤＶ：交際相手からの暴力。 
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【ＤⅤを受けたことや見たことがあるか】 

   令和５年度調査（ｎ＝796） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査（令和５年度） 

  

 

【ＤⅤを受けたことがある場合、誰かに相談したか（すべて選択)】 

  回答者数:人                           

 令和５年度調査（ｎ＝156） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査（令和５年度） 
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＜ＤＶに含まれる行為＞ 

種  類 内   容 
身体的暴力 
精神的暴力 殴る、蹴る、物を投げる、突き飛ばすなど 

大声で怒鳴る、脅迫する、無視するなど 
性的暴力 
経済的暴力 性行為の強要、避妊に協力しない、中絶の強要など 

生活費を渡さない・使わせない、借金を強要するなど 
社会的暴力 自由に外出させない、交友関係を制限するなど 

 



DV相談件数の推移               

 
※花巻市における相談件数は、婦人相談員が相談を受けた件数 

※配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、内閣府、岩手県の調べによる。 

 配偶者暴力相談支援センターは、県内 12か所（令和５年３月 31日現在） 

※ＤＶ相談プラスへの相談件数は、内閣府の調べによる。 

※警察署への相談件数は警察庁、岩手県警察本部の調べによる（暦年）。 

 

(1) ＤＶや性暴力の防止のための教育と啓発 

配偶者や交際相手等からの暴力は重大な人権侵害であるとの認識に立ち、ＤＶについて

正しく理解できるようにするため、市民向けのセミナーや広報紙・ホームページ等の様々

なメディアを活用した啓発に取り組みます。 

また、子どもの頃から暴力を許さない意識づくりを行い、将来のＤＶや性暴力の被害

者・加害者をつくらないよう、若年層に対するＤＶ防止教育・啓発に努めます。 

 

 ＜施策の展開＞ 

①ＤＶ、性暴力に関する啓発事業の推進及び情報提供 

②若年層に対するＤＶ、性暴力防止教育の推進 

 

(2) ＤＶ被害者に配慮した相談の実施やＤＶ、性暴力に対する相談窓口等の周知 

ＤＶ、性暴力の被害者を支援するためには、被害者の安全確保、秘密の保持等に十分配

慮しながら、被害者に対する適切な情報提供と迅速な対応をすることが必要です。そのた

め、市職員に対する被害者の秘密の保持の徹底や庁内関係各課との連携強化を図るための

研修を実施します。 

また、広報紙やホームページ等を活用し、岩手県配偶者暴力相談支援センターなど他の

相談窓口についても情報提供を行い、早期発見につながるよう相談窓口の周知の拡大に努

めます。 

 

 ＜施策の展開＞ 

①各種相談の実施 

②ＤＶ防止に関する市職員研修の実施 

③広報紙やホームページ等によるＤＶ相談窓口の周知 
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(3) ＤＶ相談窓口の相互連携強化 

ＤＶは複雑な問題であり、被害者を支援するためには、配偶者暴力相談支援センターを

中核とした各種関係機関と連携しながら保護・自立支援・通報などに適切に対応していか

なければなりません。 

被害者が抱える複合的な問題に効果的・継続的に対応することができるよう、医療関係

者や福祉関係者なども含む各種関係機関との連携強化を図ります。 

 

 ＜施策の展開＞ 

①関係機関との連携強化による被害者支援 
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３ 成果指標一覧 

本計画の進捗状況を計るため、次の項目を成果指標として設定します。 

 

成果指標一覧

1
職場や学校、地域など身のまわりで男女の平等が図られていると
感じる市民の割合㋐

％ 41.2 60.0 60.0

2 男女共同参画学習講座等の参加者の割合 ％ 46.2 100.0 100.0

3 男女共同参画推進員による出前講座実施回数 回 1 4 4

4 男女共同参画サポーターの認定者数（累計） 人 97 93 128

5 市政へ意見を述べる機会が確保されていると思う市民の割合㋐ ％ 31.5 50.0 50.0

6 審議会委員等に占める女性の割合 ％ 30.8 40.0 40.0

7 男女いずれかの委員が３０％未満の審議会等の割合 ％ 47.2 20.0 20.0

8 市の管理職の女性の割合 ％ 19.5 18.0 18.0

9 市政懇談会に参加した女性の割合 ％ 18.4 30.0 30.0

10 この１年間に地域の活動に参加した市民の割合㋐ ％ 71.5 90.0 90.0

11 コミュニティ会議役員における女性の割合 ％ 12.5 30.0 30.0

12 防災会議における女性委員の割合 ％ 22.9 12.1 12.1

13 生きがいを持って暮らしている高齢者の割合㋐ ％ 58.9 85.0 85.0

14 自分自身が心身ともに健康であると思う市民の割合㋐ ％ 59.5 75.0 75.0

15 定期的に健康診断などを受けている市民の割合㋐ ％ 72.1 71.6 71.6

16 事業所に対する男女共同参画に関する啓発講座・広報の回数 回 3 4 4

17 乳がん検診受診率 ％ 40.8 50.0 50.0

18 子宮頸がん検診受診率 ％ 32.6 50.0 50.0

家族経営協定締結件数（累計）　※参考指標 件 163 ― ―

生きがいを持って暮らしている市民の割合㋐　※参考指標 ％ 62.4 ― ―

19
職場の福利厚生やワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）に満足している勤労者の割合㋐

％ 46.5 50.0 50.0

20 子育てしやすいまちだと感じる市民の割合㋐ ％ 51.0 65.0 65.0

21 保育所の待機児童数 人 67 0 0

22
子育て支援サービス（延長保育、一時預かり保育、体調不良児保
育）を実施可能な施設の割合

％ 62.0 60.0 60.0

23 子育て講座の男性の参加者の割合 ％ 50.0 50.0 50.0

24
高齢者が必要なときに必要なサービスを受けていると感じる市民
の割合㋐

％ 66.4 80.0 80.0

25 この１年間に地域の活動に参加した市民の割合㋐　[再掲] ％ 71.5 90.0 90.0

26
事業所に対するワーク・ライフ・バランスに関する啓発講座・広

報の回数
回 3 4 4

27 ＤＶに関する相談窓口を知っている市民の割合㋐ ％ 79.4 70.0 90.0

28 ＤＶに関する啓発講座・広報の回数 回 4 7 8

29 ＤＶに関する市職員研修の受講者数 人 305 40 400

        ＤＶ相談件数　※参考指標 件 19 ― ―

　　　※㋐…まちづくり市民アンケート結果より算出する

 Ⅲ

多様な働き方
とワーク・ラ
イフ・バラン
スの推進

 Ⅳ

DVと性暴力
の根絶

R4

実績

Ｒ１３

目標

 Ⅰ

一人ひとりを
尊重し合う意
識づくり

 Ⅱ

誰もが安心し
て暮らし、多
様な働き方が
できる社会づ
くり

基本目標 № 成果指標
単
位

Ｒ５

目標
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※成果指標の令和 13 年度目標値については、現在策定を進めている第２次花巻市まちづくり総合

計画との整合を図るため、今後修正となる可能性があります。 



第４章 計画の推進                       

第１節 推進体制 

 

１ 庁内推進体制 

男女共同参画を推進するための施策は広範囲にわたるため、庁内推進組織を設置し、男女

共同参画の視点を反映させながら総合的・効果的な施策の推進を図ります。男女共同参画の

推進に関する施策の実施状況について情報共有し、各部署間で連携しながら施策を推進しま

す。 

 

２ 花巻市男女共同参画審議会 

花巻市男女共同参画推進条例に基づき設置される「花巻市男女共同参画審議会」は、男女

共同参画の推進に関する重要事項などについて調査審議します。 

市は、審議会からの提言などを踏まえ、施策のより効果的な推進を図ります。 

 

３ 花巻市男女共同参画推進員 

花巻市男女共同参画推進条例に基づき設置される「花巻市男女共同参画推進員」は、地域

や学校、事業所などへ出向いて講座を実施するなど、様々な場面で男女共同参画の視点が取

り入れられるよう活動を行います。 

市は、男女共同参画推進員と連携・協働しながら、地域における男女共同参画を推進しま

す。 

 

４ 県や事業者などとの連携 

市は、国や県、他市町村の男女共同参画に関する取組などの情報を収集し、県などと連携

しながらより効果的な施策展開を図ることができるよう努めます。 

また、民間企業やＮＰＯ、各種団体などの事業者、教育機関などとの連携を深め、社会全

体で男女共同参画が推進されるよう働きかけます。 

 

 

第２節 計画の進行管理 

 

計画の達成状況を評価するに当たっては、それぞれの成果指標について数値目標を定める

とともに、花巻市男女共同参画審議会の場で提案や助言をいただくことなどにより、より客

観的な評価を行い、計画の実効性を高めていきます。 

また、本計画の進捗状況を把握するため、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を

明らかにする年次報告書を作成し公表するなど、適切な進行管理を行います。 
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資料                              

１ 計画策定の経過 （令和５年 10月 16日現在） 

時  期 項  目 内  容 

令和５年３月 20日 男女共同参画審議会 計画策定方針等について 

令和５年５月 22 日～

７月 31日 
市民意識調査 現状と課題の把握 

令和５年６月 28日 男女共同参画審議会 
第３次花巻市男女共同参画基本計画骨子

案等について 

令和５年７月 24日 男女共同参画幹事会 
第３次花巻市男女共同参画基本計画骨子

案等について 

令和５年８月３日 男女共同参画審議会 

・第２次花巻市男女共同参画基本計画に

係る令和４年度年次報告について 

・第３次花巻市男女共同参画基本計画骨

子案等の中間報告について 

令和５年８月 29日 男女共同参画審議会 
第３次花巻市男女共同参画基本計画骨子

案について 

令和５年８月 31日 
男女共同参画推進員との意

見交換会 

第３次花巻市男女共同参画基本計画骨子

案について 

令和５年９月１日 
女性団体ネットワークの会

との意見交換会 

第３次花巻市男女共同参画基本計画骨子

案について 

令和５年９月６日 
いわてレインボーマーチと

の意見交換会 

第３次花巻市男女共同参画基本計画骨子

案について 

令和５年 10月２日 男女共同参画審議会 
第３次花巻市男女共同参画基本計画素案

について 
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２ 花巻市男女共同参画審議会委員名簿 

          （任期：令和５年６月１日～令和７年５月 31日） 

 氏   名 所 属 等 

会 長 高 橋 秀 憲 富士大学名誉教授 

副会長 早 野 こずえ いわて男女共同参画サポーター 

委 員 熊 谷   久 花巻労働基準監督署長 

〃 氏 家   潤 花巻警察署生活安全課長 

〃 佐 藤 道 輝 花巻農業協同組合 

〃 小田島 裕 樹 花巻商工会議所 

〃 沼 田 弘 二 花巻市校長会 

〃 髙 橋 岳 志 花巻市ＰＴＡ連合会 

〃 多 田   恵 花巻市私立幼稚園・認定こども園協議会 

〃 工 藤 直 人 岩手県看護協会花巻地区支部 

〃 平 賀 朋 枝 花巻市社会福祉協議会 

〃 草 木 幸 子 花巻市民生委員児童委員協議会 

〃 晴 山 淳 子 花巻市地域婦人団体協議会 

〃 佐 藤 貴 哉 花巻青年会議所 

〃 渡 邊 ひとみ 公募委員 
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３ 男女共同参画社会基本法 

（平成 11年６月 23日法律第 78号） 

最終改正：平成 11年 12月 22日法律第 160号 

 

我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向

けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層

の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応

していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となって

いる。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に

向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的

に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を

定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総

合的かつ計画的に推進することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成す

ることをいう。  

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重）  

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること

その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼす
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ことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社

会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中

立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共

団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保

されることを旨として、行われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑

に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われ

なければならない。  

（国際的協調）  

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していること

にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。  

（国の責務）  

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善

措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施

する責務を有する。  

（国民の責務）  

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

（法制上の措置等）  

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又

は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等）  

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。  

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出

しなければならない。  
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第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計

画」という。）を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基

本計画を公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画

計画」という。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村

の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下

「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を

策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置）  

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深め

るよう適切な措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等）  

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性

別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害さ

れた場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。  
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（調査研究）  

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調

査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進す

るように努めるものとする。  

（国際的協調のための措置）  

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を

図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間

の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他

の必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

 

   第三章 男女共同参画会議  

（設置）  

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。  

 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会

の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。  

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政

府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。  

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員）  

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命す

る者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数

の十分の四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  
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（議員の任期）  

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。  

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等）  

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。  

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者

以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任）  

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必

要な事項は、政令で定める。  

 

    附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。  

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」とい

う。）第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置か

れた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。  

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画

審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の

委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者

の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定

により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。  

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画

審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、こ

の法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条

第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。  

 

   附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条

の規定 公布の日  
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（職員の身分引継ぎ） 

第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農

林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において

「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審

議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員

並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられ

ない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、

財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以

下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律

の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新

府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものと

する。  

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措

置は、別に法律で定める。  

 

   附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 
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４ 岩手県男女共同参画推進条例 

（平成 14年 10月９日条例第 61号） 

 

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれており、国においては、男女平等の実現

に向けた取組が、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を軸とした国際的な取組

と連動しつつ、着実に進められてきた。本県においても、国際社会や国内の動向を踏まえた様々

な取組がなされてきた。 

しかしながら、依然として、性別によって役割分担を固定的にとらえる意識やこれに基づいた

社会における制度又は慣行が存在し、男女平等の実現に多くの課題が残されている。 

一方、少子高齢化の進展等社会経済情勢の急激な変化に的確に対応していく上で、男女が性別

にかかわりなく、その個性と能力が十分に発揮でき、もって男女が喜びと責任を分かち合う男女

共同参画社会の実現が強く求められている。 

このような状況の中で、男女共同参画社会基本法において、男女共同参画社会の実現が 21世紀

の我が国社会を決定する最重要課題として位置付けられたことを踏まえ、本県においても、男女

共同参画社会の実現を目指し、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、

県、県民、事業者及び市町村が協働し、不断の努力を重ねて、男女共同参画社会の形成のため男

女共同参画を推進し、すべての県民の日常生活の中に男女共同参画の定着を図ることが必要であ

る。 

ここに私たちは、男女共同参画社会の実現を図ることを決意し、男女が共に輝く心豊かな社

会を創造していくため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務

を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責任を担うことをいう。 

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

⑴ 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、直接的なものであると間接的なものであるとを問

わず、性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が社会のあらゆる分野において個人と

しての能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。 
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⑵ 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会に

おける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されるこ

と。 

⑶ 男女が社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立案及

び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

⑷ 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の

家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭以外の

職場、学校、地域その他の社会の分野における活動を行うことができるようにすること。 

⑸ 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、

国際社会の動向を勘案して行われること。 

⑹ 男女が互いの性について理解を深めることにより、生涯にわたり健康な生活を営むことがで

きること及び生殖に関する事項に関し双方の意思が尊重されること。 

⑺ 配偶者間その他の男女間における暴力的行為（精神的に著しく苦痛を与える行為を含む。

以下同じ。）を根絶するよう積極的な対応がなされること。 

 （県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画

の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施するも

のとする。 

２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、県民、事業者、市町村及び国

との連携を図りながら自ら率先して取り組むものとする。 

 （県民の責務） 

第５条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならな

い。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び

待遇を確保するとともに、職業生活における活動と家庭生活における活動とを両立させること

ができるよう就労環境の整備に努めなければならない。 

２ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

 （性別による人権侵害の禁止） 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、性別による差別

的取扱い、男女間における暴力的行為又はセクシュアル・ハラスメント（性的な言動により相

手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与え

ることをいう。）を行ってはならない。 

 （公衆に表示する情報に関する留意） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は男女間におけ

る暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画の推進を阻害するおそれのある

過度の性的な表現を用いないよう努めなければならない。 
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第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

 （男女共同参画計画） 

第９条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号。以下「法」という。）第 14

条第１項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「男女共同参画計画」という。）を定めるに当たっては、男女共同参画の推進に関する施策の

総合的かつ計画的な実施を図るため、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 男女共同参画の推進に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向 

⑵ 前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な男女共同参画の推進に関する施策 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するために必要な事項 

２ 知事は、男女共同参画計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよう

必要な措置を講ずるとともに、岩手県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 10条 県は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実施

するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

 （附属機関等における積極的改善措置） 

第 11条 県は、その設置する附属機関その他これに準ずるものの委員その他の構成員の任命又は

委嘱に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の構成員の数の均衡を図るよう

努めるものとする。 

 （県民及び事業者の理解を深めるための措置） 

第 12条 県は、広報活動等を通じて、県民及び事業者の男女共同参画に関する理解を深めるため

必要な措置を講ずるものとする。 

 （男女共同参画推進月間） 

第 13条 県は、男女共同参画の推進について、県民、事業者及び市町村の関心と理解を深めると

ともに、男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるようにするため、男女共同参画

推進月間を設けるものとする。 

２ 男女共同参画推進月間は、毎年６月とする。 

 （教育及び学習の推進） 

第 14条 県は、学校教育、社会教育その他の教育及び県民の学習の場において男女共同参画に

関する教育及び学習の推進について必要な措置を講ずるものとする。 

 （農林水産業、商工業等のうち自営業における環境整備の推進） 

第 15条 県は、農林水産業、商工業等のうち個人事業主及びその家族等により営まれている事業

に従事する男女が、経営における役割について適正な評価を受け、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって経営及びこれに関連する活動に共同して参画する機会を確保され、並

びに当該経営に関する活動と家庭生活における活動とを両立させることができるよう、必要な

環境整備を推進するものとする。 

 （苦情及び相談の処理） 

第 16条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進

に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要因に
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よって人権が侵害された事案に関する相談について、県民又は事業者からの申出を適切かつ

迅速に処理するための委員（以下この条において「委員」という。）を置くものとする。 

２ 県民又は事業者は、委員に、前項の苦情又は相談の申出を行うことができる。 

３ 委員は、前項の規定に基づき苦情の申出があった場合において、必要に応じて、第１項に規

定する施策を行う県の機関に対し、説明等を求め、必要があると認めるときは、是正その他の

措置を講ずるよう助言、指導又は勧告を行うものとする。 

４ 委員は、第２項の規定に基づき相談の申出があった場合において、必要に応じて、第１項に

規定する人権が侵害された事案に係る関係者に対し、その協力を得た上で説明等を求め、必要

があると認めるときは、助言、是正の要望等を行うものとする。 

 （調査研究） 

第 17条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な調査研究を行うものと

する。 

 （市町村に対する支援） 

第 18条 県は、市町村が行う法第 14条第３項の市町村男女共同参画計画その他の男女共同参

画の推進に関する基本的な計画の策定及び市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施

策を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

 （民間の団体との連携及び協働等） 

第 19条 県は、男女共同参画を推進するため、特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平

成 10年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人をいう。以下同じ。）その他の民間の

団体との連携及び協働に努めるものとする。 

２ 県は、特定非営利活動法人その他の民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動を促

進するとともに、これらの活動の支援に努めるものとする。 

 （拠点となる機能の整備） 

第 20条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、県民、事業者及び市町村による男女

共同参画の推進に関する取組を支援するための総合的な拠点となる機能の整備に努めるものと

する。 

 （推進体制の整備等） 

第 21条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、推進体制を整備するととも

に、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （年次報告） 

第 22条 知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の状況

を明らかにする報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

   第３章 岩手県男女共同参画審議会 

 （設置） 

第 23条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議させるため、知事の諮問機関として岩

手県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する重要事項又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと

認められる重要事項について、必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができ

る。 
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 （所掌） 

第 24条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影

響を及ぼすと認められる施策に関すること。 

 （組織） 

第 25条 審議会は、委員 20人以内をもって組織し、委員は、男女共同参画に関し優れた識見を

有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。 

２ 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10分の４未満とな

らないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでな

い。 

 （任期） 

第 26条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第 27条 審議会に、会長を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。 

 （会議） 

第 28条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

 （部会） 

第 29条 審議会は、専門部会を設けることができる。 

２ 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

３ 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

 （庶務） 

第 30条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。 

 （会長への委任） 

第 31条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

 

   第４章 雑則 

 （補則） 

第 32条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。 
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   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 16条の規定は、平成 15年４月１日から施

行する。 

２ この条例の施行の際現に定められている男女共同参画計画は、この条例に規定する手続により

定められた男女共同参画計画とみなす。 

 

  

-63- 



５ 花巻市男女共同参画推進条例 

（平成 18年１月１日条例第 13号） 

最終改正：平成 29年３月 10日条例第６号 

 

すべての人は法の下に平等であり、男性も女性も性別にかかわらず個人として尊重されなけれ

ばなりません。 

国においては、男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）において、男女共同参画社

会の実現を 21世紀の最重要課題と位置づけ、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の推進を図っています。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担や、それに基づく社会の制度や慣行が今なお存在

している状況にあります。 

一方、少子高齢社会や高度情報社会の進展など、社会経済情勢が急速に変化するなかで、物心

ともに豊かな地域社会「イーハトーブ」を創造していくためには、男女がお互いにその人権を尊

重しつつ責任も分かち合い、個性と能力を発揮することができる社会を形成していくことが重要

です。 

ここに花巻市は、男女共同参画社会の実現を図ることを決意し、男女共同参画推進についての

基本理念を明らかにするとともに、市、市民及び事業者が連携・協働して、男女が対等なパート

ナーとして生き生きと暮らすことができる活力あるまちを築くため、この条例を制定します。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念並びに市、市民及び事業者の責務を

明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定め、男女共同参画を総合的かつ計画的に

推進することにより、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

⑶ 事業者 市内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

⑷ セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は不利益を

与えることをいう。 

⑸ ドメスティック・バイオレンス 配偶者や親密な関係にある者からの身体的又は精神的暴

力をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野におい

て、男女の個人としての尊厳が重んじられること、性別による差別的取扱いを受けないこと、

個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されることを基

本として行われなければならない。 
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２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制

度や慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮

されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、共に精神的、経済的及び生活的に自立することの必要性を

自覚し、自ら主体的に責任を持ってあらゆる分野における活動を決定できるようにすることを

基本として行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における施策及び事業者に

おける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを基本として行われなけ

ればならない。 

５ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の理解と協力及び社会の支援の下に、

子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動及び家庭生活以外の活動に対等に参画する

ことができるようにすることを基本として行われなければならない。 

６ 男女共同参画の推進は、男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠及び出産に関してその

意思が尊重されるとともに、産む性としての女性の生涯にわたる健康の維持が図られるように

することを基本として行われなければならない。 

７ 男女共同参画の推進は、国際的な理解及び協調の下に行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の

推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、市民、事業者、国及び他の地

方公共団体と連携し、及び協力するものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画について理解を深め、自ら積極的にその推

進に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し積極的に男女が共同して参画する

ことができる環境の整備に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力

するよう努めなければならない。 

（性別による権利侵害等の禁止） 

第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行

為を行ってはならない。 

⑴ 性別を理由とする権利侵害及び差別的取扱い 

⑵ セクシュアル・ハラスメント 

⑶ ドメスティック・バイオレンスをはじめとする男女間におけるすべての暴力 

（基本計画の策定） 

第８条 市長は、男女共同参画社会の形成を促進するため、基本的な計画（以下「基本計画」と

いう。）を策定するものとする。 

２ 市長は、基本計画を策定するときは、市民及び事業者の意見を反映するよう努めるととも

に、花巻市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 
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３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（基本的施策） 

第９条 市は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる基本的施策を行うものとする。 

⑴ 広報活動等の充実により、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解を深めるための措

置を講ずるよう努めること。 

⑵ 学校教育等あらゆる分野の教育において、男女共同参画を推進するよう努めること。 

⑶ 市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その

他の必要な措置を講ずるよう努めること。 

⑷ 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合にあっては、積極的改善措置を講ずる

ことにより、男女の均衡を図るよう努めること。 

⑸ 男女共同参画の推進に関する国際理解及び国際協力に係る活動に対し、必要な支援を行う

よう努めること。 

⑹ 男女共同参画に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集及び調査研究に努

めること。 

⑺ 男女共同参画の推進に関する施策等について、総合的かつ計画的に取り組むため必要な体

制の整備に努めること。 

（男女共同参画推進員） 

第 10条 市は、地域における男女共同参画を円滑に推進するため、男女共同参画推進員を置く

ものとする。 

（相談） 

第 11条 市は、男女共同参画の推進を阻害する行為等に関する市民の相談を受けるため、窓口を

置くものとする。 

２ 市は、前項の相談を受けたときは、関係機関と連携してこれに適切に対応するものとする。 

（年次報告） 

第 12条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告書を作成

し、これを公表するものとする。 

（男女共同参画審議会） 

第 13条 男女共同参画の推進に関する次に掲げる事項を調査審議するため、花巻市男女共同参画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

⑴ 基本計画の策定及び変更に関すること。 

⑵ その他施策の基本的事項及び重要事項に関すること。 

（組織及び任期） 

第 14条 審議会は、委員 15人以内をもって組織し、男女共同参画の推進に関し識見を有する者

のうちから市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（会長及び副会長） 

第 15条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第 16条 審議会は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（庶務） 

第 17条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。 

（委任） 

第 18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 18年１月１日から施行する。 

 

附 則（平成 19年３月 22日条例第３号） 

この条例は、平成 19年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 20年 12月 19日条例第 51号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 25年 12月 16日条例第 28号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月10日条例第６号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 
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６ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成 13年４月 13日法律第 31号） 

最終改正：令和５年５月 19日法律第 30号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等

の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの

場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳

を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防

止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を

根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ず

る心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力

等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に

対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者

が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援する

ことを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第

五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）

を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項

の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 
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一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機

関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計

画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基

本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならな

い。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のため

に必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施

設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セン

ターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げ

る業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号、第六号、第五条及び第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。 
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四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関

する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行

うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡

その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡

調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満

たす者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるもの

とする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下こ

の章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は

疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとす

る。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定

は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は

疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対 

し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に

応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容

について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和

二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令

の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生

-70- 



を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面

については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を

受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出

があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公

安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者か

らの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条にお

いて「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭

和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九

号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県

又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護

が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の

申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体

に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。

以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあって

は配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に

対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの

生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）によ

り、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの

身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに

第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第

二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にす

る場合に限る。 
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一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につき

まとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退

去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当

該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算

して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならな

いことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知

り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並

びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が

幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者

がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月

を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以

下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は

当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと

を命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において

密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この

項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく

粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一

項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生
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命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親

族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）そ

の他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その

通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の

同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所が

ないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもする

ことができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立て

は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと

認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認

めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載し

た書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを

添付しなければならない。 
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（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、こ

れを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達する

ことができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは

保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるもの

とする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速

やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官

署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規

定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。 

ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日

における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は

居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五

号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発し

た旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書

に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職

員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）

の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があるこ

とにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効

力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存

する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、

同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効

力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 
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６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から

第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さな

ければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定に

よりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、

速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するも

のとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合

について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規

定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した

後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算

して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの

命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定によ

り当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立て

の理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規

定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住

居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた

命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了するこ

とができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情が

あるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶

者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外

の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八

条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号

に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号まで

に掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事 

情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若

しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求す

ることができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方

を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、こ

の限りでない。 
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（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証

人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又は

その支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性

質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判

所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項に

おいて「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれ

ている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、そ

の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関す

る理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための

教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加

害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研

究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動

を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委

託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しな
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ければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用

のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるも

の 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻

関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手か

らの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身

体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用す

る。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規

定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係に

ある相手からの暴力を受けた者をいう。以

下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者で

あった者 

同条に規定する関係にある相手又は同条

に規定する関係にある相手であった者 

   

第十条第一項から第四項

まで、第十一条第二項第二

号、第十二条第一項第一号

から第四号まで及び第十

八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相

手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場

合 

第二十八条の二に規定する関係を解消し

た場合 
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第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によ

るものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は

第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用する

第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項に

ついて虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第

六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援

センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施

行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴

力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申

立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用

については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等

を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条

の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体

に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの

法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」とい

う。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限

る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とある

のは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
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附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件

については、なお従前の例による。 

 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの

規定 平成二十六年十月一日 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定

する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の申立て

をすることができる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会

における更生のための指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

附 則 （令和四年五月二五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

-79- 



号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

附 則 （令和五年五月一九日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和四年法律第四十八号。附則

第三条において「民事訴訟法等改正法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過

措置を含む。）は、政令で定める。 
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７ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成 27年９月４日法律第 64号） 

最終改正：令和４年６月 17日号外法律第 68号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個

性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」

という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十

八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定

め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の

行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めること

により、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、

かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる

豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情

を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、

昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通

じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活におけ

る活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨

として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護

その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に

関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互

の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員とし

ての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男

女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなけれ

ばならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本

原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する

職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する

雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう

努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施

-81- 



策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的

かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方

針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事

項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために 

必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表し

なければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進

計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一

項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項にお

いて「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべ

きものを定めるものとする。 
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一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する

労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一

般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下

同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時

期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤

務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のそ

の事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活

躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めな

ければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女

性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働

省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働

省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般

事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届

け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとす

る場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計

画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に
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基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働

省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供

の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令

で定めるもの（次項及び第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表

示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を

付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認

定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところに

より、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業

主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた

目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二十九条に

規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合す

るものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第

八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二

条の認定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 
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四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労

働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業

主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募

集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとすると

きは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当

該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他

の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又

は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に

該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、

その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定

める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき

は、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定

めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労

働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五

条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条

第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並び

に第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第

四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与に

ついて、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する

職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労

働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第

十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条

第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替える

ものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第

二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がそ

の被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受

託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十

四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とある

のは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告

を求めることができる。 
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第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中

小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基

づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を

図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとす

る一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策

定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるよう

に相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特

定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事

業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する

計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時

期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定める

ところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の

状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改

善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この

場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周

知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表し

なければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に

定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに
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限る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業

選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定

期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関す

る実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で

定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事

業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか

一方を定期的に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍

に関する第一項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなけ

ればならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する

次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、

創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業

生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の

紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することが

できるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由

なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するた

めに必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興

開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）

の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一

般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍
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の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」と

いう。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と

理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外におけ

る女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行う

ものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務

及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第二

十二条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる

措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することによ

り、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施

されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織する

ことができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定に

よる事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるもの

とする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員と

して加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互

の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関

等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を

公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定

める。 
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第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規

定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定す

る一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表）  

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、若しくは

虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三項に規定する情報に関

し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定す

る一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに

従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規

定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局

長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の

停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に

処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わな

かった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした

者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏ら
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した者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料

に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十

八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年

四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得

た秘密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規

定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその

効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定

にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 

公布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条

第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正
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規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中

育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条か

ら第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百

八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十

八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第

九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五

十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二

条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条

の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び

第三十二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月

一日 

 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の

施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を

講ずるものとする。 

 

附 則 （令和四年三月三一日法律第一二号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

-91- 



号に定める日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八

条の規定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定（第一

号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定（「第四十八条」を「第四十七条の三」に

改める部分に限る。）、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条

を加える改正規定を除く。）並びに第三条の規定（職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正

規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一

項を加える改正規定を除く。）並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十

一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に

関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第

三十三条の改正規定（「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労

働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業

安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。）並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二

十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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８ 第３次花巻市男女共同参画基本計画策定に係るアンケート調査 

   （令和５年度市民意識調査）報告書 

【調査概要】 
 

（１）目的 

第３次花巻市男女共同参画基本計画（令和６年度～令和１３年度）を策定するに当たり、

第２次花巻市男女共同参画基本計画策定時との市民の意識変化を把握するとともに、第３次

花巻市男女共同参画基本計画に反映させるため、アンケートによる調査及び集計・分析を行

ったもの。 
 

（２）調査対象 

◇ 標本数 花巻市在住の１５歳以上の男女２，１００人（住民基本台帳から無作為抽出） 
【内訳】 15 歳～19 歳 

20 歳～29 歳 
30 歳～39 歳 
40 歳～49 歳 
50 歳～59 歳 
60 歳～69 歳 
70 歳～ 

300 人 
300 人 
300 人 
300 人 
300 人 
300 人 
300 人 

 

（３）調査方法 

◇ 郵送による配布・回収（※回収は web フォーム併用）、集計・分析 
 

（４）調査期間 

◇ 令和５年５月 22 日～令和５年７月 31 日 
 

（５）アンケート実施 

◇ 配布日 令和５年５月 22 日 回収期限 令和５年６月 20 日 
 

（６）回収結果 

◇ 配布数 ２，１００人 
◇ 回収数 ７９６人 (web 回答分１９３人) 
◇ 回収率 ３７.９％ 

 

（前回調査）  【内訳】 標本数 ２,１００人 
15 歳～19 歳 300 人 
20 歳～29 歳 300 人 
30 歳～39 歳 300 人 
40 歳～49 歳 300 人 
50 歳～59 歳 300 人 
60 歳～69 歳 300 人 
70 歳～    300 人 

調査期間 平成 27 年１月 20 日 
～３月 31 日 
回収数 ８７４人 
回収率 ４１.６％  
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（参考）回答手段別年代別集計表 

  10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 無回答 

郵送 
603 41 32 56 84 109 132 148 1 

100.0% 6.8% 5.3% 9.3% 13.9% 18.1% 21.9% 24.5% 0.2% 

Web 
193 46 27 38 40 27 13 2 0 

100.0% 23.8% 14.0% 19.7% 20.7% 14.0% 6.7% 1.0% 0.0% 

 

 

（７）調査内容（大項目） 
 

１ あなた自身やご家族について 
２ 男女共同参画社会について 
３ 配偶者等からの暴力について 
４ 家庭生活について 
５ 女性と仕事について 
６ 社会の方針決定等への女性の参画について 
７ 性的少数者、多様な性への配慮について 

 

【本文中の集計結果図表について】 

○比率はすべて百分率で表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出している。このため、

百分率の合計が 100.0％にならないことがある。 

○全回答者の数は「総数」欄に記し、各グラフの比率は「総数」を母数とした割合を示して

いる。 

○１人の回答者が複数回答している場合には、その比率の合計が 100.0％を上回ることがあ

る。 

 

 

  

-94- 



【調査結果】 
１ あなた自身やご家族について 
 

ア あなたの性別 

◇回答者の割合は、男性が 45.0％、女性が 53.6％であり、前回調査より男性の割合がやや

増加している。 

 

総数 男性 女性 その他 回答しない 無回答 

796 358 427 2 7 2 

100.0% 45.0% 53.6% 0.3% 0.9% 0.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ あなたの年代 

◇年代別割合では､70歳以上が 18.8％で最も多く､次いで 60歳代(18.2％)となっている。 

◇前回調査と比較すると、10歳代、30～50歳代で回答率が上昇した一方、20歳代、60歳代

～はやや減少している。 

 

総数 10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 無回答 

796 87 59 94 124 136 145 150 1 

100.0% 10.9% 7.4% 11.8% 15.6% 17.1% 18.2% 18.8% 0.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.9%

10.2%

7.4%

8.2%

11.8%

11.0%

15.6%

13.5%

17.1%

16.0%

18.2%

22.0%

18.8%

18.9%

0.1%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 無回答

45.0%

43.9%

53.6%

55.3%

0.3%

0.9%

0.3%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

男性 女性 その他 回答しない 無回答
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ウ あなたの主な職業 

◇職業別に見ると「会社員・公務員など」が 38.6%で最も多く、次いで「パート・アルバイ

ト」（14.2%）、「無職」(12.7%)となっている。 

 

総数 会 社 員 ・

公 務 員 な

ど 

パート・ア

ル バ イ ト

など 

自営業（商

工業、サー

ビス業） 

自営業（農

林漁業） 

家 事 （ 家

事 ・ 育 児 ・

介 護 な ど

に従事） 

学生 無 職 （ 家

事や学生

を除く） 

その他 無回答 

796 307 113 41 54 71 83 101 22 4 

100.0% 38.6% 14.2% 5.2% 6.8% 8.9% 10.4% 12.7% 2.8% 0.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ あなたは結婚していますか 

◇結婚について「未婚」が 26.0％で前回調査からやや増加した一方、「結婚している」、「結

婚経験あり」はいずれも減少している。 

 

総数 未婚 結婚している（事

実婚、パートナー

との同居含む） 

結婚歴あり 無回答 

796 207 518 70 1 

100.0% 26.0% 65.1% 8.8% 0.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.0%

24.4%

65.1%

66.4%

8.8%

9.0%

0.1%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

未婚 結婚している 結婚経験あり 無回答

38.6%

30.0%

14.2%

11.7%

5.2%

5.4%

6.8%

7.6%

8.9%

11.0%

10.4%

11.4%

12.7%

18.3%

2.8%

3.3%

0.5%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

会社員・公務員など パート・アルバイトなど

自営業（商工業、サービス業） 自営業（農林漁業）

家事（家事・育児・介護などに従事） 学生

無職（家事や学生を除く） その他

無回答
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１人 12.8%

２人 41.3%

３人 14.1%４人以上 2.7%

なし 24.9%

無回答 4.1%

 

オ エで「(2) 結婚している」と回答した方にお伺いします。お二人とも働いていますか 

◇「夫婦ともに就業」が 60.0％で最も多く、前回調査からも増加している。 

 

総数 夫 婦 と も

に就業 

夫が就業、

妻は無職 

夫が無職、

妻が就業 

夫 婦 と も

に無職 

その他 無回答 

518 311 84 27 84 10 2 

100.0% 60.0% 16.2% 5.2% 16.2% 1.9% 0.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ あなたに 18歳未満のお子さんはいますか 

◇18歳未満の子どもが「いない」が 76.1％、「いる」は 22.9％

となっている。  
総数 いる いない 無回答 

796 182 606 8 

100.0% 22.9% 76.1% 1.0% 

 

 

n＝796  
＜参考＞ 

※今回調査の設問とは内容が異なる 

前回調査「子どもの有無について」（n=874）      

いる 22.9%

いない 76.1%

無回答 1.0%

60.0%

51.2%

16.2%

18.3%

5.2%

6.6%

16.2%

22.9%

1.9%

0.4%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=518)

H26(n=580)

夫婦ともに就業 夫が就業、妻は無職 夫が無職、妻が就業

夫婦ともに無職 その他 無回答
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キ あなたには同居・別居を問わず、現在介護を必要とする方がいますか 

※前回調査では設問設定なし 

◇介護を必要とする人については「いない」が 79.6％、「いる」

が 19.8％となっている。  
総数 いる いない 無回答 

796 158 634 4 

100.0% 19.8% 79.6% 0.5% 

 

 

n＝796   
ク あなたの家族構成（同居している家族） 

◇2世代世帯が 46.0％で最も多く、次いで夫婦のみ（20.9％）、3世代世帯（18.3％）となっ

ている。  
総数 単身世帯

（ひとり暮

らし） 

夫婦のみ ２ 世 代 世

帯 （ 親 と

子） 

３ 世 代 世

帯（親と子

と孫） 

その他 無回答 

796 65 166 366 146 50 3 

100.0% 8.2% 20.9% 46.0% 18.3% 6.3% 0.4% 

              

いる 19.8%

いない 79.6%

無回答 0.5%

8.2%

9.7%

20.9%

19.8%

46.0%

40.3%

18.3%

24.4%

6.3%

4.0%

0.4%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

単身世帯（ひとり暮らし） 夫婦のみ ２世代世帯（親と子）

３世代世帯（親と子と孫） その他 無回答
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２ 男女共同参画社会について 
 

問１ あなたは、男女共同参画社会という言葉を知っていましたか 
◇「言葉も意味も知っていた」は 53.4％と全体の過半数を占め、前回調査よりやや増加して

いる。 

 

総数 言葉も意味も

知っていた 

言葉は知って

いたが意味

は分からない 

言葉も意味も

知らない 

無回答 

796 425 218 148 5 

100.0% 53.4% 27.4% 18.6% 0.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53.4%

51.7%

27.4%

27.7%

18.6%

18.5%

0.6%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

言葉も意味も知っていた 言葉は知っていたが意味は分からない

言葉も意味も知らない 無回答
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8.0

5.1

11.7

13.7

13.2

14.5

6.7

20.7

39.0

41.5

36.3

44.9

48.3

41.3

58.6

47.5

36.2

37.1

35.3

32.4

42.0

11.5

6.8

4.3

8.1

3.7

2.8

4.7

1.1

1.7

4.3

4.0

1.5

1.4

0.7

2.1

0.8

1.5

0.7

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

男性の方が優遇さ

れている 10.9%

どちらかというと男性の

方が優遇されている

39.9%平等になっている

39.9%

どちらかというと女

性の方が優遇され

ている 5.5%

女性の方が優遇さ

れている 2.0%

無回答 1.6%

問２ あなたの周りでは、次の①～⑧の項目について男性と女性の地位

が平等になっていると思いますか 
※以下、前回調査と①～⑧の設問は同様だが選択肢を変更している 

※「男性の方が優遇されている」または「どちらかというと男性の方が優遇されている」と回
答したものを『男性が優遇されている』、「女性の方が優遇されている」または「どちらか
というと女性の方が優遇されている」と回答したものを『女性が優遇されている』とする 

 

①家庭での男女平等 
◇全体では『男性が優遇されている』という回答が半数以上となっている。 

◇『男性が優遇されている』という回答傾向は女性の方が高く、年代では 60 歳代で高くな

っている。 

 

総数 男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

どちらか

とい う と

男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

平 等 に

なってい

る 

どちらか

とい う と

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

無回答 

796 87 318 318 44 16 13 

100.0% 10.9% 39.9% 39.9% 5.5% 2.0% 1.6% 

 

n＝796   

＜性別クロス集計＞                   

          
＜年代別クロス集計＞         

5.0

15.7

38.8

41.9

45.5

34.4

7.8

3.5

1.4

2.6

1.4

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答
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男性の方が優遇されている

1.5%

どちらかというと男

性の方が優遇され

ている 15.6%

平等になっている

68.7%

どちらかというと

女性の方が優遇

されている 3.9%

女性の方が優遇さ

れている 0.8%
無回答

9.5%

 

②学校での男女平等 

◇全体では「平等になっている」が 68.7％で最も多くなっている。 

◇この回答傾向は男性の方が高く、年代では 20歳代が高くなっている。 

 

総数 男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

どちらか

という と

男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

平 等 に

なってい

る 

どちらか

というと

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

無回答 

796 12 124 547 31 6 76 

100.0% 1.5% 15.6% 68.7% 3.9% 0.8% 9.5% 

 

n＝796 

 

＜性別クロス集計＞                  

  

         
 ＜年代別クロス集計＞ 
 

 

 

 

 

   

1.4

1.6

12.8

17.6

70.7

67.7

4.5

3.0

1.1

0.5

9.5

9.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

1.1

2.1

3.2

1.5

1.4

0.7

4.6

11.9

12.8

17.7

18.4

23.4

12.7

78.2

79.7

75.5

66.1

70.6

60.0

64.0

12.6

8.5

5.3

4.8

0.7

0.7

1.3

3.4

1.1

0.8

0.7

3.2

7.3

8.1

14.5

21.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答
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男性の方が優遇されている

12.7%

どちらかというと男性の

方が優遇されている

39.2%

平等になっている

34.7%

どちらかというと女

性の方が優遇され

ている 5.9%

女性の方が優遇さ

れている 1.1%

無回答 6.4%

 
③職場での男女平等 
◇全体では『男性が優遇されている』という回答が半数以上となっている。 

◇この回答傾向は女性の方が高く、年代では 60歳代が高くなっている。 

 

総数 男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

どちらか

というと

男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

平 等 に

なってい

る 

どちらか

というと

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

無回答 

796 101 312 276 47 9 51 

100.0% 12.7% 39.2% 34.7% 5.9% 1.1% 6.4%  
n＝796 

 

＜性別クロス集計＞                  

  

         
 ＜年代別クロス集計＞ 
 

 

 

 

 

 

  
      

9.8

15.0

38.3

40.5

36.9

32.8

7.3

4.4

2.0

0.5

5.9

6.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

11.5

8.5

17.0

11.3

14.0

13.1

12.0

16.1

30.5

26.6

49.2

41.2

51.0

42.7

62.1

49.2

39.4

30.6

33.1

24.8

24.7

10.2

13.8

5.6

7.4

4.8

2.0

1.1

1.1

1.6

1.5

2.1

9.2

1.7

2.1

1.6

2.9

4.1

18.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答
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男性の方が優遇さ

れている 10.6%

どちらかというと男

性の方が優遇され

ている, 38.8%

平等になっている

42.7%

どちらかというと女

性の方が優遇され

ている 4.4%

女性の方が優遇さ

れている 0.5%
無回答 3.0%

 
④地域活動での男女平等 
◇全体では「平等になっている」が 42.7％で最も多くなっている。 

◇この回答傾向は男性の方が高く、年代では 10歳代が高くなっている。 

 

総数 男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

どちらか

というと

男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

平 等 に

なってい

る 

どちらか

というと

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

無回答 

796 84 309 340 35 4 24 

100.0% 10.6% 38.8% 42.7% 4.4% 0.5% 3.0%  
n＝796 

 

＜性別クロス集計＞                  

  

         
 ＜年代別クロス集計＞ 
 

 

 

 

 

        

6.1

13.8

35.2

42.6

49.7

36.5

5.6

3.5

0.6

0.2

2.8

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

8.0

6.8

17.0

12.1

9.6

12.4

7.3

13.8

35.6

31.9

45.2

44.1

49.7

38.7

71.3

54.2

45.7

34.7

36.8

31.7

42.0

4.6

3.4

3.2

4.8

5.1

4.8

4.0

1.1

1.6

0.7

1.1

2.1

1.6

4.4

1.4

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答
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男性の方が優遇さ

れている 10.9%

どちらかというと

男性の方が優遇

されている 38.9%

平等になっている

37.6%

どちらかというと

女性の方が優遇

されている 7.0%

女性の方が優遇さ

れている 1.5% 無回答 4.0%

 
⑤法律や制度での男女平等 
◇全体では『男性が優遇されている』という回答がおよそ半数となっている。 

◇この回答傾向は女性の方が高く、年代では 60歳代が高くなっている。 

 

総数 男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

どちらか

とい う と

男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

平 等 に

なってい

る 

どちらか

とい う と

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

無回答 

796 87 310 299 56 12 32 

100.0% 10.9% 38.9% 37.6% 7.0% 1.5% 4.0% 

 

n＝796 

 

＜性別クロス集計＞                  

  

         
 ＜年代別クロス集計＞ 
 

 

 

 

 

 

         

6.7

14.1

32.7

44.5

46.4

30.2

9.5

5.2

2.5

0.7

2.2

5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

5.7

15.3

12.8

12.1

10.3

11.7

10.0

29.9

35.6

40.4

36.3

41.2

48.3

36.0

50.6

39.0

35.1

32.3

35.3

32.4

42.0

10.3

10.2

8.5

12.9

7.4

3.4

1.3

2.3

1.1

4.0

1.5

0.7

0.7

1.1

2.1

2.4

4.4

3.4

10.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答
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男性の方が優遇さ

れている 22.7%

どちらかというと男性の

方が優遇されている

46.2%

平等になっている

23.7%

どちらかというと女

性の方が優遇され

ている 3.0%

女性の方が優遇さ

れている 0.8%
無回答 3.5%

 

⑥政治や政策決定での男女平等 
◇全体では『男性が優遇されている』という回答が 68.9％となっている。 

◇この回答傾向は女性の方が高く、年代では 70歳以上が高くなっている。 

 

総数 男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

どちらか

とい う と

男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

平 等 に

なってい

る 

どちらか

とい う と

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

無回答 

796 181 368 189 24 6 28 

100.0% 22.7% 46.2% 23.7% 3.0% 0.8% 3.5%  
n＝796 

 

＜性別クロス集計＞                  

  

         
 ＜年代別クロス集計＞ 
 

 

 

 

 

 

          

17.3

27.2

44.4

48.2

30.7

17.6

3.1

2.8

1.1

0.5

3.4

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

16.1

37.3

30.9

21.8

22.1

26.9

13.3

39.1

30.5

31.9

49.2

52.2

50.3

54.0

41.4

25.4

27.7

21.0

18.4

16.6

24.0

2.3

6.8

6.4

4.0

3.7

1.4

1.1

1.1

0.8

0.7

1.4

2.1

3.2

2.9

3.4

8.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答
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男性の方が優遇

されている 26.9%

どちらかというと男性の方

が優遇されている 48.5%

平等になっている

16.6%

どちらかというと女性の方

が優遇されている 3.8%

女性の方が優遇されている

0.9%

無回答 3.4%

 

⑦社会の習慣やしきたりでの男女平等 
◇全体では『男性が優遇されている』という回答が 75.4％となっている。 

◇この回答傾向は女性の方が高く、年代では 60歳代が高くなっている。 

 

総数 男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

どちらか

とい う と

男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

平 等 に

なってい

る 

どちらか

とい う と

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

無回答 

796 214 386 132 30 7 27 

100.0% 26.9% 48.5% 16.6% 3.8% 0.9% 3.4%  
n＝796 

 

＜性別クロス集計＞                  

  

         
 ＜年代別クロス集計＞ 
 

 

 

 

 

 

           

21.5

31.4

49.2

48.5

19.6

13.6

5.6

2.3

1.1

0.7

3.1

3.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

14.9

37.3

34.0

32.3

25.7

31.0

18.0

42.5

37.3

38.3

46.8

52.2

53.8

56.0

29.9

18.6

19.1

12.1

14.0

11.7

16.7

9.2

6.8

4.3

5.6

3.7

1.4

3.4

2.1

0.8

0.7

2.1

2.4

4.4

1.4

9.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

-106- 



男性の方が優遇さ

れている 9.3%

どちらかというと

男性の方が優遇

されている 34.2%平等になっている

48.2%

どちらかというと女性の方

が優遇されている 3.8%

女性の方が優遇さ

れている 1.1%

無回答 3.4%

 

⑧言葉や文章の表現の中での男女平等 
◇全体では「平等になっている」が 48.2％で最も多くなっている。 

◇この回答傾向は男性の方が高く、年代では 10歳代が高くなっている。 

 

総数 男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

どちらか

とい う と

男 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

平 等 に

なってい

る 

どちらか

とい う と

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

女 性 の

方 が 優

遇 さ れ

ている 

無回答 

796 74 272 384 30 9 27 

100.0% 9.3% 34.2% 48.2% 3.8% 1.1% 3.4% 

 

n＝796 

 

＜性別クロス集計＞                  

  

         
 ＜年代別クロス集計＞ 
 

 

 

 

 

 

       
 

 

  

6.1

11.9

30.2

37.7

56.1

41.5

4.5

3.3

0.8

1.4

2.2

4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

9.2

10.2

9.6

12.1

7.4

11.0

6.7

21.8

25.4

28.7

33.9

39.0

43.4

35.3

59.8

54.2

51.1

46.0

44.9

43.4

46.7

5.7

8.5

6.4

2.4

3.7

1.4

2.7

1.1

1.7

2.1

2.4

1.5

2.3

2.1

3.2

3.7

0.7

8.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答
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＜①～⑧集計一覧（n=796）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

※今回調査の設問とは選択肢が異なる（無回答を除いた集計値） 

前回調査「あなたの周りでは次の項目について男性と女性の地位が平等になっていると思いますか」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.6 

43.0 

15.8 

18.6 

19.4 

13.2 

8.5 

17.1 

39.2 

42.9 

36.2 

37.3 

38.7 

30.3 

22.3 

38.6 

23.6 

11.6 

34.5 

34.3 

30.5 

40.0 

43.8 

32.6 

7.6 

2.5 

13.5 

9.8 

11.4 

16.5 

25.4 

11.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①家庭(n=838)

②学校(n=784)

③職場(n=796)

④地域活動(n=824)

⑤法律や制度(n=817)

⑥政治や政策決定(n=819)

⑦社会の習慣やしきたり(n=820)

⑧言葉や文章の表現(n=828)

そう思う 少し思う あまり思わない 思わない

10.9 

1.5 

12.7 

10.6 

10.9 

22.7 

26.9 

9.3 

39.9 

15.6 

39.2 

38.8 

38.9 

46.2 

48.5 

34.2 

39.9 

68.7 

34.7 

42.7 

37.6 

23.7 

16.6 

48.2 

5.5 

3.9 

5.9 

4.4 

7.0 

3.0 

3.8 

3.8 

2.0 

0.8 

1.1 

0.5 

1.5 

0.8 

0.9 

1.1 

1.6 

9.5 

6.4 

3.0 

4.0 

3.5 

3.4 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭

②学校

③職場

④地域活動

⑤法律や制度

⑥政治や政策決定

⑦社会の習慣やしきたり

⑧言葉や文章の表現

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答
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３ 配偶者等からの暴力について 
問３ これまでに次のようなＤＶを受けたことや見たことがありますか 

（複数回答） 
◇「受けたことも見たこともない」が 67.3％で最も多い一方、何らかの暴力を受けたことが

「ある」場合では「精神的暴力」（16.7％）が最も多くなっている。 

 

総数 

(1)身体的

暴力(殴る、

蹴る、物を

投げるなど)

を受けたこ

とがある 

(2)精神的暴

力（大声でど

なる、ののし

りばかにす

る、脅迫す

る、無視する

など）を受け

たことがある 

(3)性的暴力

（性的行為を

強要する、避

妊に協力しな

い、無理にポ

ルノ画像を見

せるなど）を

受けたことが

ある 

(4)経済的暴

力（生活費

を渡さない、

借金を強要

する、働き

に出ること

を禁止する

など）を受け

たことがあ

る 

(5)社会的暴

力(自由に

外出させな

い、交友関

係を制限す

る、携帯電

話やメール

などを細か

くチェックす

るなど)を受

けたことが

ある 

(1)～ (5)の

ＤＶを受けて

いる(行って

いる)ところ

を見たこと

がある 

受けたこ

とも見たこ

ともない 

無回答 

796 59 133 30 37 21 89 536 47 

 7.4% 16.7% 3.8% 4.6% 2.6% 11.2% 67.3% 5.9%  
＜回答割合順＞                 

67.3

16.7

11.2

7.4

4.6

3.8

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

受けたことも見たこともない

(2)精神的暴力（大声でどなる、ののしりばかにする、脅迫する、無

視するなど）を受けたことがある

(1)～(5)のＤＶを受けている(行っている)ところを見たことがある

(1)身体的暴力(殴る、蹴る、物を投げるなど)を受けたことがある

(4)経済的暴力（生活費を渡さない、借金を強要する、働きに出る

ことを禁止するなど）を受けたことがある

(3)性的暴力（性的行為を強要する、避妊に協力しない、無理にポ

ルノ画像を見せるなど）を受けたことがある

(5)社会的暴力(自由に外出させない、交友関係を制限する、携帯

電話やメールなどを細かくチェックするなど)を受けたことがある
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＜性別比較集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

23.7%

30.1%

10.0%

13.5%

19.0%

30.7%

51.5%

76.3%

69.9%

90.0%

86.5%

81.0%

69.3%

48.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1)身体的暴力(殴る、蹴る、物を投げるなど)を受けたことがある

(2)精神的暴力（大声でどなる、ののしりばかにする、脅迫する、

無視するなど）を受けたことがある

(3)性的暴力（性的行為を強要する、避妊に協力しない、無理に

ポルノ画像を見せるなど）を受けたことがある

(4)経済的暴力（生活費を渡さない、借金を強要する、働きに出る

ことを禁止するなど）を受けたことがある

(5)社会的暴力(自由に外出させない、交友関係を制限する、携

帯電話やメールなどを細かくチェックするなど)を受けたことがあ

る

(1)～(5)のＤＶを受けている(行っている)ところを見たことがある

受けたことも見たこともない

男性 女性
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問４‐１ そのとき、どなたかに相談されましたか（複数回答） 
問３で(１)から(５)と答えた方（ＤＶを受けたことや見たことがある方） 

◇「相談しなかった」が 52.6％で最も多くなっている。 

◇相談先としては「友人・知人」（23.1％）、「家族」（22.4％）が多くなっている。 

 

総数 家族 友 人 ・ 知

人 

民 生 委

員 

市役所の

相談員 

警察 市役所以

外の相談

窓口 

その他 相談しな

かった 

無回答 

156 35 36 1 2 3 1 8 82 9 

 22.4% 23.1% 0.6% 1.3% 1.9% 0.6% 5.1% 52.6% 5.8% 

 

＜回答割合順＞ 

  
＜性別比較集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.1%

16.7%

100.0%

50.0%

33.3%

12.5%

34.1%

82.9%

83.3%

50.0%

66.7%

100.0%

87.5%

65.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家族

友人・知人

民生委員

市役所の相談員

警察

市役所以外の相談窓口

その他

相談しなかった

男性 女性
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問４‐２ 相談しなかった理由（複数回答） 
問４-１で「(8)相談しなかった」を選んだ方 

◇「相談しても無駄だと思ったから」が 54.9％で最も多く、次いで「周囲に知られたくなか

ったから」（26.8％）、「自分にも悪いところがあると思ったから」（25.6％）となっている。 

 

総数 相談しても

無 駄 だ と

思ったから 

相 談 先 が

わ か ら な

かったから 

自分にも悪

い と こ ろ が

あ る と 思 っ

たから 

周囲に知ら

れたくなか

ったから 

別れるつも

り はな かっ

たから 

親や子どもな

どに迷惑がか

か る と 思 っ た

から 

その他 

82 45 8 21 22 7 14 9 

 
54.9% 9.8% 25.6% 26.8% 8.5% 17.1% 11.0% 

 

＜回答割合順＞               
 

＜性別比較集計＞ 

            

54.9

26.8

25.6

17.1

11.0

9.8

8.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

相談しても無駄だと思ったから

周囲に知られたくなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

親や子どもなどに迷惑がかかると思ったから

その他

相談先がわからなかったから

別れるつもりはなかったから

33.3%

12.5%

52.4%

18.2%

71.4%

7.1%

33.3%

66.7%

87.5%

47.6%

81.8%

28.6%

92.9%

66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

相談しても無駄だと思ったから

相談先がわからなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

周囲に知られたくなかったから

別れるつもりはなかったから

親や子どもなどに迷惑がかかると思ったから

その他

男性 女性
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４ 家庭生活について  問５ 次の①～⑧の項目について主に誰が行っていますか 
※前回調査と設問は同様であるが、今回調査では「あなたの立場に合わせて夫を父・息子、妻

を母・娘に読み替えてご回答ください。あなたの家庭に当てはまらない事項については『該

当なし』を選択してください。」の文言を追記している。 

 

①日常の買い物 
◇「主に妻」が 57.9％で最も多く、前回調査からやや増加している。 

 

総数 主に夫 主に妻 夫婦で

同程度

に分担 

夫・妻

以外 

該当な

し 

無回答 

796 41 461 177 23 70 24 

100.0% 5.2% 57.9% 22.2% 2.9% 8.8% 3.0%             
＜年代別クロス集計＞      

5.2%

3.7%

57.9%

53.4%

22.2%

20.6%

2.9%

12.9%

8.8%

3.4%

3.0%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答

3.4

6.8

1.1

4.8

6.6

5.5

6.0

59.8

42.4

60.6

54.8

58.8

61.4

60.0

23.0

28.8

21.3

25.8

19.9

22.8

18.7

2.3

5.1

2.1

2.4

3.7

2.1

3.3

10.3

15.3

11.7

11.3

10.3

4.1

4.7

1.1

1.7

3.2

0.8

0.7

4.1

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答
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②食事の支度 

◇「主に妻」が 72.5％で最も多く、前回調査から増加している。 

 

総数 主に夫 主に妻 夫婦で

同程度

に分担 

夫 ・ 妻

以外 

該当な

し 
無回答 

796 29 577 68 34 65 23 

100.0% 3.6% 72.5% 8.5% 4.3% 8.2% 2.9%             
＜年代別クロス集計＞        

3.6%

1.5%

72.5%

68.2%

8.5%

6.6%

4.3%

14.2%

8.2%

3.4%

2.9%

6.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答

1.1

6.8

2.1

4.8

4.4

4.1

2.0

73.6

55.9

69.1

69.4

72.1

77.9

78.7

8.0

13.6

10.6

8.1

8.8

9.0

5.3

5.7

6.8

4.3

7.3

3.7

2.8

2.0

10.3

15.3

10.6

9.7

10.3

2.8

4.7

1.1

1.7

3.2

0.8

0.7

3.4

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答
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③掃除 

◇「主に妻」が 59.7％で最も多く、前回調査からやや増加している。 

 
総数 主に夫 主に妻 夫 婦 で

同程度

に分担 

夫 ・ 妻

以外 

該当な

し 
無回答 

796 46 475 150 35 68 22 

100.0% 5.8% 59.7% 18.8% 4.4% 8.5% 2.8%             
＜年代別クロス集計＞        

5.8%

3.9%

59.7%

56.4%

18.8%

16.2%

4.4%

13.6%

8.5%

3.7%

2.8%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答

3.4

8.5

8.5

4.0

6.6

4.8

6.0

54.0

47.5

54.3

56.5

65.4

73.1

56.0

20.7

20.3

17.0

26.6

13.2

11.7

24.0

11.5

8.5

5.3

2.4

3.7

2.1

2.7

9.2

13.6

10.6

9.7

10.3

4.8

5.3

1.1

1.7

4.3

0.8

0.7

3.4

6.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答
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④洗濯 

◇「主に妻」が 65.7％で最も多く、前回調査からやや増加している。  
総数 主に夫 主に妻 夫 婦 で

同程度

に分担 

夫 ・ 妻

以外 

該当な

し 
無回答 

796 46 523 114 26 64 23 

100.0% 5.8% 65.7% 14.3% 3.3% 8.0% 2.9% 

            
＜年代別クロス集計＞            

5.8%

3.7%

65.7%

62.9%

14.3%

10.2%

3.3%

12.9%

8.0%

3.8%

2.9%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答

5.7

8.5

10.6

5.6

3.7

4.8

4.7

56.3

54.2

54.3

62.9

69.9

75.9

72.0

20.7

16.9

18.1

17.7

13.2

9.7

10.0

6.9

6.8

4.3

3.2

2.2

1.4

2.0

9.2

11.9

9.6

9.7

10.3

4.1

4.7

1.1

1.7

3.2

0.8

0.7

4.1

6.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答
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⑤育児 

◇「主に妻」が３割以上となっている。  
総数 主に夫 主に妻 夫 婦 で

同程度

に分担 

夫 ・ 妻

以外 

該当な

し 
無回答 

796 5 247 137 10 311 86 

100.0% 0.6% 31.0% 17.2% 1.3% 39.1% 10.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
＜年代別クロス集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.6%

0.2%

31.0%

35.2%

17.2%

16.4%

1.3%

5.4%

39.1%

26.8%

10.8%

16.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答

1.1

1.1

0.8

0.7

0.7

49.4

32.2

41.5

37.1

27.9

24.8

17.3

33.3

23.7

24.5

31.5

13.2

5.5

4.0

0.8

2.2

2.1

2.0

14.9

42.4

28.7

28.2

48.5

46.9

50.7

1.1

1.7

4.3

1.6

7.4

20.0

26.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答
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⑥介護 

◇「該当なし」を除くと「主に妻」が最も多く、前回調査と比較すると「夫・妻以外」が減

少し、「夫婦で同程度に分担」の割合が増加している。 

 

総数 主に夫 主に妻 夫 婦 で

同程度

に分担 

夫 ・ 妻

以外 

該 当 な

し 
無回答 

796 13 123 59 22 494 85 

100.0% 1.6% 15.5% 7.4% 2.8% 62.1% 10.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
＜年代別クロス集計＞ 

 

 

 

 

  

1.6%

2.3%

15.5%

17.7%

7.4%

5.1%

2.8%

6.4%

62.1%

50.9%

10.7%

17.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答

1.1

0.8

2.2

3.4

2.0

12.6

16.9

13.8

9.7

20.6

16.6

16.7

6.9

8.5

3.2

4.0

12.5

11.7

4.0

4.6

6.8

4.3

3.2

0.7

2.8

0.7

72.4

66.1

74.5

78.2

55.9

46.2

54.0

2.3

1.7

4.3

4.0

8.1

19.3

22.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答
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⑦学校行事 

◇「該当なし」を除くと「主に妻」が 25.9％で最も多い。前回調査と比較すると「夫・妻以

外」が減少している。  
総数 主に夫 主に妻 夫 婦 で

同程度

に分担 

夫 ・ 妻

以外 

該当な

し 
無回答 

796 23 206 153 11 314 89 

100.0% 2.9% 25.9% 19.2% 1.4% 39.4% 11.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
＜年代別クロス集計＞ 

           
  

2.9%

3.9%

25.9%

28.1%

19.2%

17.8%

1.4%

5.9%

39.4%

27.9%

11.2%

16.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答

8.0

1.7

2.1

2.4

2.9

1.4

2.7

35.6

27.1

37.2

34.7

24.3

18.6

14.0

42.5

22.0

22.3

29.8

14.7

9.0

8.0

1.1

0.8

0.7

0.7

4.7

11.5

47.5

34.0

30.6

50.7

49.0

43.3

1.1

1.7

4.3

1.6

6.6

21.4

27.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答
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⑧地区行事 

◇「主に夫」が 28.5％で最も多く、前回調査をやや上回っている。  
総数 主に夫 主 に

妻 

夫 婦 で

同 程 度

に分担 

夫 ・ 妻

以外 

該当な

し 
無回答 

796 227 185 192 30 130 32 

100.0% 28.5% 23.2% 24.1% 3.8% 16.3% 4.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
＜年代別クロス集計＞  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.5%

26.3%

23.2%

18.9%

24.1%

27.0%

3.8%

10.1%

16.3%

9.8%

4.0%

7.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答

19.5

23.7

20.2

21.8

23.5

40.7

39.3

28.7

18.6

25.5

26.6

22.1

24.1

18.0

31.0

10.2

25.5

29.0

28.7

20.7

20.0

2.3

5.1

5.3

3.2

5.9

2.1

3.3

17.2

40.7

20.2

17.7

18.4

6.9

9.3

1.1

1.7

3.2

1.6

1.5

5.5

10.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

主に夫 主に妻 夫婦で同程度に分担 夫・妻以外 該当なし 無回答
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問６ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方につ

いてどう思いますか 
◇「反対」「どちらかといえば反対」を合わせると 58.6％となり、「賛成」「どちらかといえ

ば賛成」を合わせた 17.2％を上回っており、前回調査からも増加している。 

 

総数 賛成 どちらか

といえば

賛成 

どちらか

といえば

反対 

反対 わからな

い 

無回答 

796 28 109 192 275 174 18 

100.0% 3.5% 13.7% 24.1% 34.5% 21.9% 2.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜性別クロス集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年代クロス集計＞ 

 

 

 

  

3.5%

5.8%

13.7%

28.7%

24.1%

23.2%

34.5%

19.8%

21.9%

20.5%

2.3%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=794)

H26(n=874)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答

5.0

2.3

16.5

11.5

22.3

26.2

29.9

37.5

23.2

20.8

3.1

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答

1.1

5.3

4.8

2.9

4.1

4.0

2.3

6.8

10.6

16.1

11.0

14.5

24.7

27.6

16.9

20.2

27.4

25.0

26.9

21.3

42.5

54.2

38.3

33.1

33.8

31.0

24.7

25.3

20.3

22.3

17.7

26.5

21.4

20.0

1.1

1.7

3.2

0.8

0.7

2.1

5.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答
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問７ 一般に、男女が共に「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人生活」の両

立を可能とするためには、特にどのようなことが必要だと考えますか 
（複数回答） 

◇「給与、仕事内容等の労働条件や昇進、昇格の機会での男女差の解消」が 52.8％で最も多くな

っている。 

 

総数 給 与 、

仕事内

容等の

労働条

件や昇

進 、 昇

格の機

会での

男女差

の解消 

研修や

職業訓

練の機

会の確

保 

在宅勤

務 な ど

の柔軟

な勤務

制度の

導入や

労働時

間の短

縮及び

休暇制

度の充

実 ・ 普

及 

育児休

業 ・ 介

護休業

制 度 を

利 用 し

やすい

職場環

境の整

備 

育児や

介護の

た め に

退 職 し

た職員

の復職

ま た は

再就職

が可能

と な る

よ う な

制度の

導入 

金銭面

での支

援の充

実 ( 出

産一時

金や育

児 休

業 ・ 介

護休業

中の手

当の増

額 な

ど) 

保 育 ・

介 護 サ

ー ビ ス

の 向 上

( 保 育 ・

介 護 施

設 の 充

実 や 保

育 ・ 介

護 時 間

の 延 長

など) 

仕 事 と

家庭生

活等の

両 立 と

問題に

つ い て

相談で

き る 窓

口の設

置 

「 男 は

仕 事 、

女は家

庭 」 と

い っ た

性別に

よ る 固

定的な

役割分

担意識

の解消 

家庭や

学校に

お け る

男女平

等教育 

その

他 

無回

答 

796 420 39 264 352 187 254 178 41 250 96 17 22 

 
52.8% 4.9% 33.2% 44.2% 23.5% 31.9% 22.4% 5.2% 31.4% 12.1% 2.1% 2.8% 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.8%

4.9%

33.2%

44.2%

23.5%

31.9%

22.4%

5.2%

31.4%

12.1%

2.1%

42.2%

6.8%

33.2%

54.0%

31.5%

27.5%

37.8%

6.8%

20.8%

10.4%

2.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

給与、仕事内容等の労働条件や昇進、昇格の機会での

男女差の解消

研修や職業訓練の機会の確保

在宅勤務などの柔軟な勤務制度の導入や労働時間の短

縮及び休暇制度の充実・普及

育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整

備

育児や介護のために退職した職員の復職または再就職

が可能となるような制度の導入

金銭面での支援の充実(出産一時金や育児休業・介護休

業中の手当の増額など)

保育・介護サービスの向上(保育・介護施設の充実や保

育・介護時間の延長など)

仕事と家庭生活等の両立と問題について相談できる窓

口の設置

「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な

役割分担意識の解消

家庭や学校における男女平等教育

その他

R5(n=796)

H26(n=867)

※平成 26年度調査には、性別無回答を含まない。 
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＜性別比較集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.9%

41.0%

43.1%

44.1%

46.7%

46.8%

43.8%

57.5%

39.3%

51.1%

56.3%

52.1%

59.0%

56.9%

55.9%

53.3%

53.2%

56.3%

42.5%

60.7%

48.9%

43.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

給与、仕事内容等の労働条件や昇進、昇格の機会での男女差

の解消

研修や職業訓練の機会の確保

在宅勤務などの柔軟な勤務制度の導入や労働時間の短縮及び

休暇制度の充実・普及

育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備

育児や介護のために退職した職員の復職または再就職が可能

となるような制度の導入

金銭面での支援の充実(出産一時金や育児休業・介護休業中の

手当の増額など)

保育・介護サービスの向上(保育・介護施設の充実や保育・介護

時間の延長など)

仕事と家庭生活等の両立と問題について相談できる窓口の設置

「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意

識の解消

家庭や学校における男女平等教育

その他

男性 女性
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５ 女性と仕事について  問８ 女性が仕事に就くことについて 
※一部の選択肢は、前回調査と文言を変更している 

 

◇「仕事をするほうがよい」が 66.1％で最も多く、前回調査と概ね同値となっている。  
総数 仕事をするほう

がよい 

結婚するまでは、

仕事をするほうが

よい 

子どもができるま

では、仕事をする

ほうがよい 

子どもができたら仕

事をやめ、大きくなっ

たら再び仕事をする

ほうがよい 

仕事をしない

ほうがよい 

無回答 

796 526 14 33 201 2 20 

100.0% 66.1% 1.8% 4.1% 25.3% 0.3% 2.5% 

              
＜性別クロス集計＞               ＜年代別クロス集計＞           

66.1%

66.7%

1.8%

1.9%

4.1%

5.3%

25.3%

23.8%

0.3%

0.8%

2.5%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

仕事をするほうがよい

結婚するまでは、仕事をするほうがよい

子どもができるまでは、仕事をするほうがよい

子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事をするほうがよい

仕事をしないほうがよい

無回答

63.4

68.1

2.0

1.6

4.7

3.7

27.4

23.7

0.3

0.2

2.2

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

仕事をするほうがよい

結婚するまでは、仕事をするほうがよい

子どもができるまでは、仕事をするほうがよい

子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事をするほうがよい

仕事をしないほうがよい

無回答

72.4

62.7

61.7

75.0

68.4

63.4

59.3

2.3

3.4

3.2

1.6

1.4

2.0

2.3

10.2

5.3

1.6

2.9

4.1

5.3

23.0

23.7

22.3

20.2

26.5

28.3

29.3

2.1 5.3

1.6

2.2

2.8

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

仕事をするほうがよい

結婚するまでは、仕事をするほうがよい

子どもができるまでは、仕事をするほうがよい

子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事をするほうがよい

仕事をしないほうがよい

無回答
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問９ 女性が仕事と育児等を両立していくために必要と考えるもの 
（複数回答） 

◇「職場の理解と協力」が 67.7％で最も多いが、前回調査からはやや減少している。 

 

総数 研修や職

業訓練な

どの就業

支援 

育児休

業制度

等の普

及啓発 

労働時間

短縮・選択

制 

職場の理

解と協力 

育児・介

護支援施

設の拡充 

男女とも

に育児・

介護を担

う 

家族の

理解と協

力 

その他 無回答 

796 44 293 351 539 231 364 319 15 15 

 
5.5% 36.8% 44.1% 67.7% 29.0% 45.7% 40.1% 1.9% 1.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.5%

36.8%

44.1%

67.7%

29.0%

45.7%

40.1%

1.9%

8.0%

47.9%

43.7%

73.5%

41.5%

28.1%

40.8%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

研修や職業訓練などの就業支援

育児休業制度等の普及啓発

労働時間短縮・選択制

職場の理解と協力

育児・介護支援施設の拡充

男女ともに育児・介護を担う

家族の理解と協力

その他
R5(n=796)

H26(n=867)

※平成 26年度調査には、性別無回答を含まない。 
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＜性別比較集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

55.8%

54.3%

44.0%

44.7%

48.0%

37.8%

39.2%

46.7%

44.2%

45.7%

56.0%

55.3%

52.0%

62.2%

60.8%

53.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研修や職業訓練などの就業支援

育児休業制度等の普及啓発

労働時間短縮・選択制

職場の理解と協力

育児・介護支援施設の拡充

男女ともに育児・介護を担う

家族の理解と協力

その他

男性 女性
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問 10 現在の社会は女性が働きやすい状況にあると思いますか 
◇「ある程度働きやすい状況にあると思う」が 44.6％で最も多く、前回調査から増加してい

る。 

 

総数 大変働き

やすい状

況にある

と思う 

ある程度

働きやす

い状況に

あると思う 

あまり働

きやすい

状況にな

いと思う 

働きやす

い状況に

ないと思う 

どちらとも

いえない 

無回答 

796 34 355 218 111 62 16 

100.0% 4.3% 44.6% 27.4% 13.9% 7.8% 2.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜性別クロス集計＞               

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年代別クロス集計＞ 

 

   

6.4

2.3

45.3

44.5

27.1

27.6

12.6

14.8

6.1

9.1

2.5

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

大変働きやすい状況にあると思う ある程度働きやすい状況にあると思う

あまり働きやすい状況にないと思う 働きやすい状況にないと思う

どちらともいえない 無回答

3.4

1.7

3.2

4.8

2.9

4.8

6.0

44.8

44.1

45.7

44.4

46.3

36.6

50.7

32.2

28.8

28.7

23.4

26.5

34.5

20.7

10.3

20.3

16.0

21.8

12.5

14.5

6.7

9.2

5.1

3.2

4.0

10.3

7.6

12.0

3.2

1.6

1.5

2.1

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

大変働きやすい状況にあると思う ある程度働きやすい状況にあると思う

あまり働きやすい状況にないと思う 働きやすい状況にないと思う

どちらともいえない 無回答

4.3%

1.7%

44.6%

39.6%

27.4%

31.9%

13.9%

14.0%

7.8%

10.8%

2.0%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5(n=796)

H26(n=874)

大変働きやすい状況にあると思う ある程度働きやすい状況にあると思う

あまり働きやすい状況にないと思う 働きやすい状況にないと思う

どちらともいえない 無回答
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６ 社会の方針決定等への女性の参画について  問 11 自治会などの地域の役職、議員や審議会等委員などへの女性の

進出が進まない原因はどこにあると思われますか（複数回答） 
※一部の選択肢は、前回調査と文言を変更している。 

◇「女性は仕事や育児・介護などで忙しく、時間的な余裕がない」が 45.4％で最も多くなっ

ている。 

 

総数 

女性は指

導力が低

いという

ような女

性の能力

に対する

偏見があ

る 

「女性は

でしゃば

るもので

はない」

という社

会意識が

ある 

女性の登

用に対す

る意識や

理解が足

りない 

地域の団

体の会長

や政策決

定の場に

出られる

ような女

性の人材

がいない 

男性がな

るほうが

いい(なる

ものだ)と

思ってい

る人が多

い 

女性自身

が役職に

対する関

心や意欲

がない 

女性が

女性の

足を引っ

張ってい

る 

女性は

仕事や

育児・介

護などで

忙しく、

時間的な

余裕がな

い 

男性ば

かりの

中に女

性が入

ることへ

の抵抗

感があ

る 

そ
の
他 

無
回
答 

796 159 185 272 149 314 244 47 361 171 17 21 

 
20.0% 23.2% 34.2% 18.7% 39.4% 30.7% 5.9% 45.4% 21.5% 2.1% 2.6%                      

20.0%

23.2%

34.2%

18.7%

39.4%

30.7%

5.9%

45.4%

21.5%

2.1%

25.7%

29.6%

47.5%

29.6%

49.0%

40.5%

15.0%

5.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

女性は指導力が低いというような女性の能力に対する

偏見がある

「女性はでしゃばるものではない」という社会意識が

ある

女性の登用に対する意識や理解が足りない

地域の団体の会長や政策決定の場に出られるような女

性の人材がいない

男性がなるほうがいい(なるものだ)と思っている人が

多い

女性自身が役職に対する関心や意欲がない

女性が女性の足を引っ張っている

女性は仕事や育児・介護などで忙しく、時間的な余裕

がない

男性ばかりの中に女性が入ることへの抵抗感がある

その他
R5(n=796)

H26(n=867)

※平成 26年度調査には、性別無回答を含まない。 
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＜性別比較集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

39.7%

39.9%

56.8%

44.2%

43.9%

50.4%

40.0%

37.1%

52.1%

47.1%

60.3%

60.1%

43.2%

55.8%

56.1%

49.6%

60.0%

62.9%

47.9%

52.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性は指導力が低いというような女性の能力に対する偏見がある

「女性はでしゃばるものではない」という社会意識がある

女性の登用に対する意識や理解が足りない

地域の団体の会長や政策決定の場に出られるような女性の人材がい

ない

男性がなるほうがいい(なるものだ)と思っている人が多い

女性自身が役職に対する関心や意欲がない

女性が女性の足を引っ張っている

女性は仕事や育児・介護などで忙しく、時間的な余裕がない

男性ばかりの中に女性が入ることへの抵抗感がある

その他

男性 女性
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問12 問11でお答えいただいた「女性の進出が進まない原因」を改善し、

男性と女性が家庭、職場、地域、政治の場などあらゆる分野に平等に

参画することができる社会を実現するためには、何が重要だと思い

ますか（複数回答） 
※一部の選択肢は、前回調査と文言を変更している 

◇「新しいルールの制定や既存のルールの見直し」が 36.3％で最も多くなっている。 

 

総数 

新しい

ルール

の制定

や既存

のルー

ルの見

直し 

女性の

積極的

な登用 

女性リ

ーダー

の養成 

企業・

職場へ

の周知

啓発 

地域へ

の周知

啓発 

学校や

家庭で

の男女

平等教

育 

保育サ

ービス

の充実 

介護サ

ービス

の充実  

男女共

同参画

に関す

る情

報・交

流拠点

の充実 

ＤＶ・ハ

ラスメ

ント等

の相談

事業の

充実 

講座等

の開催

による

学習機

会の拡

充 

そ
の
他 

無
回
答 

796 289 288 221 182 154 196 196 134 145 27 35 34 27 

 
36.3% 36.2% 27.8% 22.9% 19.3% 24.6% 24.6% 16.8% 18.2% 3.4% 4.4% 4.3% 3.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.3%

36.2%

27.8%

22.9%

19.3%

24.6%

24.6%

16.8%

18.2%

3.4%

4.4%

4.3%

31.1%

38.5%

27.1%

34.0%

2.8%

25.6%

36.7%

26.8%

15.0%

5.2%

11.8%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

新しいルールの制定や既存のルールの見直し

女性の積極的な登用

女性リーダーの養成

企業・職場への周知啓発

地域への周知啓発

学校や家庭での男女平等教育

保育サービスの充実

介護サービスの充実

男女共同参画に関する情報・交流拠点の充実

ＤＶ・ハラスメント等の相談事業の充実

講座等の開催による学習機会の拡充

その他
R5(n=796)

H26(n=867)

※平成 26年度調査には、性別無回答を含まない。 
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＜性別比較集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.2%

55.6%

48.6%

43.3%

57.9%

46.2%

38.5%

34.8%

45.5%

40.0%

28.6%

39.4%

52.8%

44.4%

51.4%

56.7%

42.1%

53.8%

61.5%

65.2%

54.5%

60.0%

71.4%

60.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

新しいルールの制定や既存のルールの見直し

女性の積極的な登用

女性リーダーの養成

企業・職場への周知啓発

地域への周知啓発

学校や家庭での男女平等教育

保育サービスの充実

介護サービスの充実

男女共同参画に関する情報・交流拠点の充実

ＤＶ・ハラスメント等の相談事業の充実

講座等の開催による学習機会の拡充

その他

男性 女性
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７ 性的少数者、多様な性への配慮について 
問 13 ＬＧＢＴという言葉の意味を知っていましたか 

※前回調査では設問設定なし 

◇「言葉も意味も知っていた」が 73.5％で最も多く、10～60 歳代では概ね 8 割程度の認知

度となっている。 

 

総数 言葉も意味も

知っていた 

言葉は知って

いたが意味は

知らない 

言葉も意味

も知らない 

無回答 

796 585 112 84 15 

100.0% 73.5% 14.1% 10.6% 1.9%            
＜年代別クロス集計＞      82.8

86.4

78.7

76.6

74.3

79.3

51.3

9.2

8.5

10.6

12.9

13.2

12.4

24.7

8.0

5.1

9.6

8.1

11.0

7.6

18.7

1.1

2.4

1.5

0.7

5.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

言葉も意味も知っていた 言葉は知っていたが意味は知らない

言葉も意味も知らない 無回答

言葉も意味も知っ

ていた 73.5%

言葉は知っていた

が意味は知らない

14.1%

言葉も意味も知ら

ない 10.6%

無回答 1.9%
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問 14 性的少数者の方への差別や偏見をなくし、多様な性への理解の促

進のために何が重要だと思いますか（複数回答） 
設問 13 で、「言葉も意味も知っていた」と答えた方 

◇「教育現場での児童・生徒への教育」が 64.8％で最も多くなっている。  
総数 いじめ

や差別

を禁止

する制

度の制

定 

更衣室

やトイ

レ、制

服など

の環境

の整備 

申請書

類等の

性別記

載欄の

見直し 

市民や

企業等

への広

報・啓

発 

行政職

員や教

職員に

対する

研修の

充実 

教育現

場での

児童・

生徒へ

の教育 

相談窓

口の充

実 

特に必

要ない 

その他 無回答 

585 292 313 179 201 200 379 192 41 37 3 

 
49.9% 53.5% 30.6% 34.4% 34.2% 64.8% 32.8% 7.0% 6.3% 0.5%                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.8

53.5

49.9

34.4

34.2

32.8

30.6

7.0

6.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

教育現場での児童・生徒への教育

更衣室やトイレ、制服などの環境の整備

いじめや差別を禁止する制度の制定

市民や企業等への広報・啓発

行政職員や教職員に対する研修の充実

相談窓口の充実

申請書類等の性別記載欄の見直し

特に必要ない

その他
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